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物質 環境上の条件 測定方法

ベンゼン 1年平均値が0.003㎎/m3以下であること。

キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ
質量分析計により測定する方法。又は、これと同等以上の性能を
有すると認められる方法

トリクロロエチレン 1年平均値が0.13㎎/m3以下であること。

テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2㎎/m3以下であること。

ジクロロメタン 1年平均値が0.15㎎/m3以下であること。

（１）大気汚染に係る環境基準

①大気汚染に係る環境基準

②有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準

備考
１．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
２．浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μｍ以下のものをいう。
３．二酸化窒素について、１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内におい

て現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
４．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液か

らヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。

備考
１．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
２．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにか

んがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。

④微小粒子状物質に係る環境基準

備考
１．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
２．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μｍの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒

径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

 

物質 環境上の条件 測定方法 

微小粒子状物質 
１年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、１日平均

値が35μg/m3以下であること。 

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができ

ると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこ

の方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められ

る自動測定機による方法 

物質 環境上の条件 測定方法 

二酸化いおう

（SO2） 

１時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、

１時間値が 0.1ppm 以下であること。 

溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

一酸化炭素（CO） 
１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、

１時間値の８時間平均値が 20ppm 以下であること。 

非分散型赤外分析計を用いる方法 

浮遊粒子状物質

（SPM） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、か

つ、１時間値が 0.20mg/m3 以下であること。 

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直

線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 

二酸化窒素（NO2） 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm まで

のゾーン内又はそれ以下であること。 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 

光化学オキシダ

ント（Ox） 
１時間値が 0.06ppm 以下であること。 

中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエ

チレンを用いる化学発光法 

 

③ダイオキシン類に係る環境基準
物質 環境上の条件 測定方法 

ダイオキシン類 
１年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下

であること。 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取

した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法。 

 備考
１．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
２．基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。

Ⅰ．一般情勢
１．自動車排出ガスに係る大気汚染状況
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（２）微小粒子状物質（PM2.5） 

 
平成 30 年度の PM2.5の有効測定局※１数は、1,050 局（一般環境大気測定局※２（以下「一般局」という。）：

818 局、自動車排出ガス測定局※３（以下「自排局」という。）：232 局）であった。環境基準達成局は、一

般局で 765 局（93.5 %）、自排局で 216 局（93.1 %）であり、平成 29 年度と比較して、一般局、自排局と

もに改善した（平成 29 年度 一般局：89.9 %、自排局：86.2 %）。また、長期基準の達成率は、一般局で

96.5 %、自排局で 94.4 %、短期基準の達成率は、一般局で 95.0 %、自排局で 96.1 %であり、平成 29 年度

と比較して、一般局、自排局ともに改善した（図１－１、表１－１）。有効測定局数当たりの 35μg/m3（日

平均値）超過日数は平均 2.0 日であり、平成 29 年度（平均 2.7 日）と比較して減少した。 

全測定局の年平均値は、一般局で 11.2μg/m3、自排局で 12.0μg/m3であり、平成 25 年度以降緩やかな改

善傾向である（図１－２－１、表１－１）。また、一般局、自排局の年平均値のヒストグラムを比較すると、

自排局の濃度分布は一般局に比べて僅かに高い濃度域にあることが確認できる（図１－２－２）。各年度の

濃度階級別の発生率分布をみると、一般局、自排局ともに、年度ごとに分布が低濃度側に移行している。自

排局については、14～15μg/m3の発生率が 10 %であり、平成 29 年度（18 %）と比較して大幅に減少した（図

１－２－３）。 

季節別の傾向をみると、平成 30 年度は晩夏から秋季の濃度が低く、9月の月平均値が最も低かった（図

１－３－１）。平成 30 年 8～10 月頃は、秋雨前線が停滞しやすく、複数の台風が上陸したことで、降水量

が平年よりもかなり多かったことが低濃度の要因として挙げられる。一方、平成 30 年 4～5 月の全国、平

成 30 年７月の西日本、平成 31 年 2～3 月の北日本において、日平均値が 35μg/m3を超過した延べ日数が

多かった（図１－３－２、図１－３－３、図１－３－４、図１－３－５）。平成 30 年 4～5 月と平成 31 年

2～3月は、移動性高気圧の周回流により大陸起源の大気汚染物質が飛来するとともに、ロシアで発生した

森林火災などの影響によって、各地方で高濃度となる日が多くなったと考えられる。平成 30 年 7 月は、記

録的な猛暑となり、日照時間が長かったため、二次生成粒子の生成が促進されるとともに、西日本では火

山の噴火などの影響によって、高濃度となる日が多くなったと考えられる。 

地域別の環境基準達成率の傾向をみると、関東地方の主に都市部、関西地方の都市部及び沿岸部で環境基

準を達成していない地域がみられるほか、中国・四国地方の瀬戸内海に面する地域、九州地方の北部及び有

明海に面する地域では依然として環境基準達成率が低い地域がある。関東地方の環境基準非達成局は、他の

地域と比較して自排局の割合が高い。中国・四国地方や九州地方の北部の環境基準非達成局は長期基準と短

期基準の両方とも非達成の測定局が多く、工業地帯における固定発生源や船舶の影響などが示唆される。ま

た、九州地方の南部は長期基準値を超過している測定局が多く、桜島からの火山ガスの影響などが示唆され

る（図１－４－１、図１－４－２）。 

国際的にみてみると、中国及び韓国の年平均濃度は低下傾向にあり、前年と比較して減少した（図１－

５）。 

国内においても、SOx、NOx、VOC などの PM2.5の原因物質について発生源対策が実施されているが、PM2.5濃

度に影響を与える様々な要因は時期や地域によって異なることから、引き続き PM2.5 濃度の長期的傾向を継

続的に把握して分析しつつ、環境基準の達成に向けて国内の排出抑制策と国際協力の双方を進めていく必

要がある。 

 

※１ 有効測定局･･･････････････測定している機器が標準測定法と等価性のあるもので、かつ年間測定日数が 250 日以上の測定局。 

※２ 一般環境大気測定局･･････一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。 

※３ 自動車排出ガス測定局････自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道路端付近の大気を対象に

した汚染状況を常時監視する測定局。  
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表１－１ 有効測定局数、達成局数、達成率等 

区分 項  目 
H22 H23 H24 H25 

局数 達成率 局数 達成率 局数 達成率 局数 達成率 

一 

般 

局 

有効測定局 34 - 105 - 312 - 492 - 

環境基準達成数 11 32.4 % 29 27.6 % 135 43.3 % 79 16.1 % 

長期基準達成数 18 52.9 % 50 47.6 % 192 61.5 % 218 44.3 % 

短期基準達成数 11 32.4 % 30 28.6 % 139 44.6 % 80 16.3 % 

年平均値 15.1 μg/m3 15.4 μg/m3 14.5 μg/m3 15.3 μg/m3 

自 

排 

局 

有効測定局 12 - 51 - 123 - 181 - 

環境基準達成数 1 8.3 % 15 29.4 % 41 33.3 % 24 13.3 % 

長期基準達成数 2 16.7 % 17 33.3 % 56 45.5 % 58 32.0 % 

短期基準達成数 1 8.3 % 15 29.4 % 47 38.2 % 24 13.3 % 

年平均値 17.2 μg/m3 16.1 μg/m3 15.4 μg/m3 16.0 μg/m3 

 

区分 項目 
H26 H27 H28 H29  

局数 達成率 局数 達成率 局数 達成率 局数 達成率 

一 

般 

局 

有効測定局 672 - 765 - 785 - 814 - 

環境基準達成数 254 37.8 % 570 74.5 % 696 88.7 % 732 89.9% 

長期基準達成数 405 60.3 % 617 80.7 % 700 89.2 % 751 92.3% 

短期基準達成数 273 40.6 % 599 78.3 % 763 97.2 % 759 93.2% 

年平均値 14.7 μg/m3 13.1 μg/m3 11.9 μg/m3 11.6 μg/m3 

自 

排 

局 

有効測定局 198 - 219 - 223 - 224 - 

環境基準達成数 51 25.8 % 128 58.4 % 197 88.3 % 193 86.2 % 

長期基準達成数 88 44.4 % 150 68.5 % 200 89.7 % 203 90.6 % 

短期基準達成数 57 28.8 % 156 71.2 % 214 96.0 % 200 89.3 % 

年平均値 15.5 μg/m3 13.9 μg/m3 12.6 μg/m3 12.5 μg/m3 

 

区分 項目 
H30    

局数 達成率       

一 

般 

局 

有効測定局 818 -       

環境基準達成数 765 93.5 %       

長期基準達成数 789 96.5 %       

短期基準達成数 777 95.0 %       

年平均値 11.2 μg/m3    

自 

排 

局 

有効測定局 232 -       

環境基準達成数 216 93.1 %       

長期基準達成数 219 94.4 %       

短期基準達成数 223 96.1 %       

年平均値 12.0 μg/m3    
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図１－１ PM2.5の環境基準達成率の推移 

 

 
図１－２－１ PM2.5濃度の年平均値の推移 

 

一般局 自排局 

  

図１－２－２ 平成 30 年度の PM2.5濃度の年平均値のヒストグラム 
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一般局 自排局 

  

図１－２－３ PM2.5濃度の年平均値の濃度階級別の発生率分布 

 

 
図１－３－１ PM2.5濃度の月平均値の推移 
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図１－３－２ 日平均値が 35μg/m3を超過した延べ日数 

 

 

 

図１－３－３ 有効測定局当たりの日平均値が 35μg/m3を超過した延べ日数 
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図１－３－４ 平成 30 年度の各地域における日平均値が 35μg/m3を超過した延べ日数 

 

 
図１－３－５ 平成 30 年度の各地域における有効測定局当たりの日平均値が 35μg/m3を超過した延べ日数 
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図１－４－１ 平成 30 年度の各地域における PM2.5環境基準達成状況（○：一般局、□：自排局） 
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図１－４－２ 平成 30 年度の全国における PM2.5環境基準達成状況（○：一般局、□：自排局） 

 

 
注：中国環境保護部及び韓国環境省公表データに基づき作成。中国は 2012 年に改定された新環境基準に対

応できるよう段階的に測定局が整備されており、2013 年は 74 都市、2014 年は 161 都市、2015 年以降は

338 都市の年平均値。日本は一般局の年平均値。 

図１－５ 日中韓の PM2.5濃度の年平均値の推移 
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（３）光化学オキシダント（Ox） 

 

平成 30 年度の光化学オキシダントの測定局数は、1,183 局（一般局：1,155 局、自排局：28 局）であ

った。このうち、環境基準達成局は、一般局で 1局（0.1%）、自排局で 0局（0%）であり、依然として極

めて低い水準となっている（図２－１－１）。昼間（5 時～20 時）の日最高１時間値の年平均値につい

ては、近年、一般局、自排局ともにほぼ横ばいで推移している（図２－１－２）。 

一方、昼間の１時間値の濃度レベル別割合については、1 時間値が 0.06ppm 以下の割合が一般局で

93.6 %、自排局で 95.1 %、0.06ppm を超え 0.12ppm 未満の割合が一般局で 6.4 %、自排局で 4.8 %、

0.12ppm 以上の割合が一般局、自排局ともに 0 %となっている（図２－１－３）。 

また、光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標（8 時間値の日最高値の年

間 99 パーセンタイル値の 3 年平均値）を用いて、注意報発令レベルの超過割合が多い地域である関東地

域、東海地域、阪神地域※４、福岡・山口地域における域内最高値の経年変化をみると、平成 18～20 年度

頃から域内最高値は低下傾向であったが、近年ではほぼ横ばいで推移している（図２－１－４）。 

なお、光化学オキシダント濃度が注意報レベル※５の 0.12ppm 以上となった測定局は、主に大都市及び

その周辺部に位置している（図２－１－５、図２－１－６）。 

 

※４ 関東地域（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）、東海地域（愛知県、三重県）、阪神地域

（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

※５ 注意報レベル 

・注意報：光化学オキシダントの濃度の１時間値が 0.12ppm 以上になり、かつ、気象条件からみてその状態が継続すると認め

られる場合に都道府県知事が発令。 

・警 報：光化学オキシダントの濃度の１時間値が 0.24ppm 以上になり、かつ、気象条件からみてその状態が継続すると認

められる場合に都道府県知事が発令（一部の県では別の数値を設定している）。 

 
 

 
図２－１－１ 光化学オキシダント（昼間の日最高 1時間値）の濃度レベル別の測定局数の推移 
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  S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 

一般局 0.054  0.045  0.039  0.038  0.036  0.035  0.035  0.038  0.038  0.039  0.038  0.041  0.038  0.037  0.042  

自排局 0.057  0.043  0.031  0.029  0.027  0.027  0.027  0.028  0.029  0.029  0.028  0.032  0.029  0.030  0.035  

  H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

一般局 0.039  0.043  0.041  0.045  0.044  0.045  0.044  0.043  0.044  0.044  0.045  0.044  0.045  0.046  0.047  

自排局 0.031  0.034  0.033  0.037  0.033  0.035  0.033  0.033  0.035  0.034  0.033  0.034  0.034  0.037  0.038  

  H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30   

一般局 0.046  0.048  0.048  0.048  0.048  0.044  0.046  0.047  0.047  0.048  0.047 0.048 0.047   

自排局 0.037  0.040  0.041  0.041  0.043  0.039  0.042  0.042  0.043  0.044  0.044 0.044 0.044   

図２－１－２ 光化学オキシダント（昼間の日最高１時間値）の年平均値の推移 
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図２－１－３ 光化学オキシダント（昼間の１時間値）の濃度レベル別割合の推移 
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図２－１－４ 光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標 

（8時間値の日最高値の年間 99 パ－センタイル値の 3 年平均値）を用いた域内最高値の経年変化 
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図２－１－５ 平成 30 年度の注意報レベル（0.12ppm 以上）の濃度が出現した日数の分布（一般局） 
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図２－１－６ 平成 30 年度の注意報レベル（0.12ppm 以上）の濃度が出現した日数の分布 

（関東地域、関西地域：一般局）
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（参考）非メタン炭化水素（NMHC，Non-Methane HydroCarbons） 

 

光化学オキシダントの原因物質の一つである非メタン炭化水素（全炭化水素から光化学反応性を無

視できるメタンを除いたもの）の平成 30 年度の測定局数は、481 局（一般局：332 局、自排局：149

局）であった。 

午前6時～9時における3時間平均値の年平均値については、一般局で0.12ppmC、自排局で0.14ppmC

であり、近年、一般局、自排局ともに緩やかな低下傾向がみられる（図２－３）。 

なお、非メタン炭化水素に環境基準値はないが、中央公害審議会大気部会炭化水素に係る環境基準

専門委員会（昭和 51 年７月 30 日）の大気環境指針は「午前６時～９時の 3 時間平均値が 0.20～

0.31ppmC 以下」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 非メタン炭化水素濃度の午前 6時～9時における 3時間平均値の年平均値の推移 
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S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2
一般局 0.45 0.50 0.51 0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34 0.33 0.32
自排局 0.93 0.87 0.90 0.79 0.77 0.72 0.66 0.62 0.60 0.57 0.56 0.57 0.57 0.53 0.54

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
一般局 0.32 0.29 0.27 0.27 0.26 0.27 0.26 0.26 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21
自排局 0.52 0.47 0.42 0.42 0.40 0.40 0.38 0.37 0.35 0.35 0.34 0.31 0.31 0.29 0.28

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
一般局 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12
自排局 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14
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（４）二酸化窒素（NO2） 

 

① 全国の状況 

平成 30 年度の二酸化窒素の有効測定局※７数は、1,624 局（一般局：1,233 局、自排局：391 局）で

あった。 

長期的評価による環境基準達成局は、一般局で 1,233 局（100 %）、自排局で 390 局（99.7 %）であ

り、一般局では平成 18 年以降全ての有効測定局で環境基準を達成し、自排局では近年達成率はほぼ

横ばいで、高い水準で推移している（表３－１）。なお、環境基準非達成局は、千葉県における自排局

（1局）であった。 

また、年平均値については、近年、一般局、自排局ともに緩やかな低下傾向がみられる（図３－１

－１）。 

 

※７ 有効測定局･･････････････年間測定時間が 6,000 時間以上の測定局。 

 

 

表３－１ 二酸化窒素の環境基準達成率の推移 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 
一般局 

 

有効測定 

局数 
1,366 1,351 1,332 1,308 1,285 1,278 1,275 1,253 1,243 1,243 1233 

達成局数 1,366 1,351 1,332 1,308 1,285 1,278 1,275 1,253 1,243 1,243 1233 

達成率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

自排局 

 

有効測定 

局数 
421 423 416 411 406 405 403 402 395 397 391 

達成局数 402 405 407 409 403 401 401 401 394 396 390 

達成率(%) 95.5 95.7 97.8 99.5 99.3 99.0 99.5 99.8 99.7 99.7 99.7 
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図３－１－１ 二酸化窒素及び一酸化窒素濃度の年平均値の推移 
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一酸化窒素 - 0.041 0.025 0.021 0.017 0.014 0.013 0.012 0.014 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.011 0.011 0.011

S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

二酸化窒素 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.017 0.016 0.016 0.016

一酸化窒素 0.012 0.012 0.012 0.011 0.013 0.011 0.012 0.011 0.011 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009
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二酸化窒素 0.015 0.015 0.015 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009

一酸化窒素 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
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S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61

二酸化窒素 0.042 0.055 0.039 0.040 0.038 0.044 0.038 0.037 0.033 0.033 0.033 0.032 0.032 0.031 0.031 0.030 0.031

一酸化窒素 - 0.104 0.069 0.069 0.067 0.065 0.064 0.059 0.075 0.070 0.068 0.068 0.064 0.060 0.058 0.057 0.059

S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

二酸化窒素 0.032 0.032 0.032 0.032 0.033 0.032 0.032 0.032 0.032 0.033 0.032 0.031 0.030 0.030 0.030 0.029 0.029
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二酸化窒素 0.028 0.027 0.027 0.025 0.024 0.023 0.022 0.021 0.020 0.020 0.019 0.019 0.017 0.017 0.016

一酸化窒素 0.035 0.032 0.029 0.027 0.024 0.021 0.020 0.019 0.017 0.016 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010
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② 自動車 NOx・PM 法※８の対策地域における状況 

平成 30 年度の対策地域全体での有効測定局数は、608 局（一般局：399 局、自排局：209 局）であ

った。 

このうち、長期的評価による環境基準達成局は、一般局で 399 局（100 %）、自排局で 208 局（99.5 %）

であり、一般局では平成 18 年以降全ての有効測定局で環境基準を達成し、自排局では近年達成率は

ほぼ横ばいで、高い水準で推移している（図３－１－２）。 

また、対策地域内で過去 10 年間継続して測定を行っている 569 局（一般局：374 局、自排局：195

局）における年平均値は、近年、一般局、自排局ともに緩やかな低下傾向がみられる（図３－１－３）。 

 

※８ 自動車 NOx・PM 法･･･「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別 

措置法」の略。 

（自動車 NOx・PM 法の対策地域を有する都府県 

･･･埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県） 

 

（一般局）                   （自排局） 

 

図３－１－２ 自動車 NOx・PM 法の対策地域における二酸化窒素の環境基準達成率の推移 

 

 

図３－１－３ 自動車 NOx・PM 法の対策地域における二酸化窒素濃度の年平均値の推移 

 （過去 10 年間の継続測定局の推移）  
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（５）浮遊粒子状物質（SPM） 

 

① 全国の状況 

平成 30 年度の浮遊粒子状物質の有効測定局数は、1,678 局（一般局：1,294 局、自排局：384 局）

であった。 

長期的評価による環境基準達成局は、一般局で 1,292 局（99.8 %）、自排局で 384 局（100 %）であ

り、近年、達成率は一般局、自排局ともにほぼ横ばいで、高い水準で推移している（表３－２）。なお、

環境基準非達成局は、鹿児島県における一般局（2 局）であった。いずれの測定局も桜島の南側近傍

に位置しており、気象庁の観測による火山活動に対応して大気環境中の SPM 濃度が上昇する傾向がみ

られたことから、火山ガスの影響を受けたと考えられる。 

また、年平均値については、近年、一般局、自排局ともに緩やかな低下傾向がみられる（図３－２

－２）。 

 

表３－２ 浮遊粒子状物質の環境基準達成率の推移 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 
一般局 

 

有効測定 

局数 
1,422 1,386 1,374 1,340 1,320 1,324 1,322 1,302 1,296 1,303 1,294 

達成局数 1,416  1,370  1,278  927  1,316  1,288  1,318  1,297  1,296  1,301  1,292 

達成率(%) 99.6 98.8 93.0 69.2 99.7 97.3 99.7 99.6 100 99.8 99.8 

自排局 

 

有効測定 

局数 
403 406 399 395 394 393 393 393 390  387  384 

達成局数 400  404  371  288  393  372  393  392  390  387  384 

達成率(%) 99.3 99.5 93.0 72.9 99.7 94.7 100 99.7 100 100 100 

 

 

図３－２－１ 環境基準を超える日が 2日以上連続したことにより非達成となった測定局の割合 
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自排局 0.5% 7.0% 27.1% 0.3% 5.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
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図３－２－２ 浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移 
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S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60

一般局 0.058 0.050 0.049 0.047 0.047 0.044 0.042 0.039 0.038 0.034 0.037 0.035

自排局 0.162 0.084 0.068 0.063 0.056 0.054 0.053 0.062 0.059 0.053 0.051 0.048

S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

一般局 0.037 0.037 0.036 0.036 0.037 0.037 0.035 0.034 0.035 0.034 0.034 0.033

自排局 0.050 0.050 0.048 0.049 0.050 0.050 0.047 0.045 0.048 0.047 0.047 0.046

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

一般局 0.032 0.028 0.031 0.030 0.027 0.026 0.025 0.027 0.026 0.024 0.022 0.021
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一般局 0.021 0.020 0.019 0.020 0.020 0.019 0.017 0.017 0.017

自排局 0.023 0.022 0.021 0.022 0.021 0.020 0.018 0.017 0.017
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② 自動車 NOx・PM 法の対策地域における状況 

平成 30 年度の対策地域全体での有効測定局数は、609 局（一般局：406 局、自排局：203 局）であ

った。 

このうち、長期的評価による環境基準達成率は、一般局、自排局ともに全ての有効測定局で達成と

なり（図３－２－３）、環境基準を超える日が 2日以上連続したことにより非達成となった測定局は、

一般局、自排局ともになかった（図３－２－４）。 

また、対策地域内で過去 10 年間継続して測定を行っている 566 局（一般局：382 局、自排局：184

局）における年平均値は、近年、一般局、自排局ともにほぼ横ばいで推移している（図３－２－５）。 

 

（一般局）                  （自排局） 

 

図３－２－３ 自動車 NOX・PM 法の対策地域における浮遊粒子状物質の環境基準達成率の推移 

 
図３－２－４ 自動車 NOx・PM 法の対策地域における環境基準を超える日が 2日以上連続した 

ことにより非達成となった測定局の割合 

 
図３－２－５ 自動車 NOx・PM 法の対策地域における浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移 

（過去 10 年間の継続測定局の推移）  
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（６）二酸化硫黄（SO2）  

 

平成 30 年度の二酸化硫黄の有効測定局数は、997 局（一般局:948 局、自排局:49 局）であった。 

長期的評価による環境基準達成局は、一般局で 947 局（99.9 %）、自排局で 49 局（100 %）と良好な状況

が続いている（表３－３）。なお、環境基準非達成局は、鹿児島県における一般局（1 局）であった。この

測定局は桜島の南側近傍に位置しており、気象庁の観測による火山活動に対応して大気環境中の SO2 濃度

が上昇する傾向がみられたことから、火山ガスの影響を受けたと考えられる。 

また、年平均値は、昭和 40、50 年代に比べ著しく低下し、近年は一般局、自排局ともに横ばいで推移

している（図３－３）。 

 

表３－３ 二酸化硫黄の環境基準達成率の推移 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 
一般局 

 

有効測定 

局数 
1,171 1,129 1,114 1,066 1,022 1,011 1,003 974 957 952 948 

達成局数 1,169 1,125 1,111 1,062 1,019 1,008 999 973 957 950 947 

達成率(%) 99.8 99.6 99.7 99.6 99.7 99.7 99.6 99.9 100 99.8 99.9 

自排局 

 

有効測定 

局数 
72 68 68 61 59 58 55 51 51 50 49 

達成局数 72 68 68 61 59 58 55 51 51 50 49 

達成率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

 

 
図３－３ 二酸化硫黄濃度の年平均値の推移 
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（７）一酸化炭素（CO） 

 

平成 30 年度の一酸化炭素の有効測定局数は、282 局（一般局：56 局、自排局：226 局）であった。 

長期的評価では、昭和 58 年度以降全ての測定局において環境基準を達成しており、良好な状況が続い

ている。 

また、年平均値は、昭和 40、50 年代に比べ著しく低下し、近年は一般局、自排局ともに横ばいで推移

している（図３－４）。 

 

 

 

図３－４ 一酸化炭素濃度の年平均値の推移 
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S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

年
平

均
値

(
p
p
m
)

一般局 自排局

S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61
年平均 2.5 2.7 2.2 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7

有効測定局数 7 38 70 99 128 151 163 185 200 205 200 205 189 193 191 191
年平均 4.7 4.0 3.8 3.5 3.4 3.2 2.8 2.6 2.3 2.2 1.9 1.9 1.7 1.6 1.6 1.6

有効測定局数 22 95 149 195 257 283 287 296 322 334 282 304 297 300 299 299

S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14
年平均 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

有効測定局数 187 187 189 186 190 195 187 183 185 184 150 145 138 134 131 126

年平均 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
有効測定局数 304 301 305 311 314 317 328 339 343 342 329 327 319 314 312 309

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年平均 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
有効測定局数 99 96 91 86 78 73 71 70 70 68 60 59 57 57 59 56

年平均 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
有効測定局数 302 306 304 294 291 276 270 258 258 241 243 241 232 230 227 226

一般局

自排局

自排局

一般局

自排局

一般局
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２．自動車排出ガス規制の推移 

【ガソリン・ＬＰＧ車】  
 

年 月 

 

記         事 

 

昭和 41. 9 

42. 9  

    44. 9  

    45. 7  

 

    45. 7  

    45. 8  

    45. 9  

    45.12  

          

    46. 1  

    46. 7  

    46. 9  

    47. 7  

    47.10  

 

    47.10  

    48. 4  

          

          

    48. 5  

 

    49.12  

          

    50. 1  

    50. 2  

    50. 4  

    50. 4  

    51. 4  

 

    51.10  

          

    52. 8  

 

    52.12  

          

          

    53. 3  

    53. 4  

    54. 1  

    56. 1  

 

 ・4 モード CO 規制開始（排出ガス濃度 3％）：運輸省の行政指導 

 ・4 モード CO 規制：道路運送車両法の保安基準に基づく規制となる 

 ・4 モード CO 規制強化（排出ガス濃度 2.5％） 

 ・立正高校事件発生「光化学スモッグ」 

 

【運技審 45 年答申】48 年規制を答申  

 ・アイドリング CO 規制開始（新車 4.5％、使用過程車 5.5％） 

 ・ブローバイガス還元装置義務付け 

 ・米国：1970 年大気清浄法改正法（マスキー法）成立 

     →その後、NOx:0.4g/mile(0.25g/km)は 1994 年(平 6)まで延期 

 ・CO 規制対象の拡大（軽自動車、LPG 車を追加） 

 ・環境庁発足 

 ・環境庁長官諮問、中公審・審議開始（→47、49、52 年答申） 

 ・燃料蒸発ガス規制施行 

 ・アイドリング CO 規制強化（使用過程車 4.5％） 

 

【中公審 47 年答申】50 年規制、51 年規制を答申(日本版マスキー法) 

 ◆48 年規制施行 1 全車種 CO・HC・NOx の本格的規制開始 

 1  乗用車～中量トラック・バス：10 モード 

 1  重量トラック・バス：6 モード 

 ・使用過程車の点火時期遅角装置等を義務付け 

 

【中公審 49 年答申】乗用車 51 年規制の 2 年延期を答申（当初規制値を修正。 

          当初規制値実施は 53 年を目途に延期） 

 ・使用過程車のアイドリング HC 規制開始 

 ・無鉛ガソリンの販売開始 

 ・自動車に係わる窒素酸化物低減対策技術検討会 設置(～51 年 10 月) 

 ◆50 年規制施行（全車種 11 モード規制を追加） 

 ◆51 年規制施行（乗用車） 

 

【自動車に係わる窒素酸化物低減対策技術検討検討会 最終報告】 

                  53 年規制実施の可能性を見極め  

 ◆52 年規制施行（重量トラック・バス） 

 

【中公審 52 年答申】トラック・バスの二段階の規制強化を答申  

①第 1 段階（54 年規制） 

                  ②第 2 段階（→56 年規制、57 年規制） 

 ・自動車公害防止技術評価検討会 設置（～63 年月） 

 ◆53 年規制施行（乗用車。日本版マスキー法） 

 ◆54 年規制施行（トラック・バス） 

 ◆56 年規制施行（軽～中量トラック・バス） 
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    57. 1  

    58.    

    60.11  

 

    61. 7  

    63.12  

平成元.10  

 

    元.12  

          

          

          

平成 2.10  

     2.10  

     3. 3  

     4.10  

     6. 1  

     6.12  

     7.12  

     8. 5  

 

     8.10  

          

 

     9.11  

          

          

          

    10.10  

   

11.10  

    12.10  

    13.10  

 

    14. 4  

          

 

          

          

 

    15. 6  

 

 

 

 

 

 

 ◆57 年規制施行（重量トラック・バス、軽トラック） 

 ・58 年度、全ての自動車排出ガス測定局で一酸化炭素環境基準達成 

 ・環境庁長官諮問、中公審・審議開始 （→61 年中間答申、元年答申） 

 

【中公審 61 年中間答申】トラック・バス 63 年規制､元年規制､2 年規制を答申 

 ◆63 年規制施行（軽量トラック・バス） 

 ◆元年規制施行（中～重量トラック・バス） 

 

【中公審元年答申】中～重量トラック・バスの二段階の規制強化を答申 

①短期目標（4 年規制） 

                 ②長期目標（10 年以内→6 年規制、7 年規制） 

          ③10・15 モード及び 13 モードを答申  

 ◆2 年規制施行（軽トラック） 

 ・自動車排出ガス低減技術評価検討会 設置（～7 年 11 月） 

 ・10 モード→10・15 モードに変更 

 ◆4 年規制施行（重量トラック・バス。6 モード→13 モードに変更） 

 ・米国：乗用車排出ガス規制強化  NOx：0.4g/mile(0.25g/km) 

 ◆6 年規制施行（中量トラック・バス） 

 ◆7 年規制施行（重量トラック・バス） 

 ・環境庁長官諮問、中環審・審議開始(継続審議中) 

 

【中環審平成 8 年中間答申】トラック・バス 10 年規制、二輪車に規制導入を 

 1  答申 

 

【中環審平成 9 年第二次答申】全車種とも二段階の規制強化を答申 

 1  ①新短期目標（12、13、14 年規制） 

                              乗用車 12 年規制＝ポスト 53 年規制 

 1  ②新長期目標（17 年頃を目途） 

 ◆10 年規制施行（中～重量トラック・バス、軽トラック、 

         第一種原動機付自転車、軽二輪自動車） 

 ◆11 年規制施行（第二種原動機付自転車、小型二輪自動車） 

 ◆12 年規制施行（乗用車、軽量トラック・バス） 

 ◆13 年規制施行（中～重量トラック・バス） 

 

【中環審平成 14 年第五次答申】①新長期目標（17 年規制、19 年規制（軽トラ

 1  ック））を答申 

 1  ②ガソリンの低硫黄化を答申 

                （100ppm→50ppm） 

 1  ③試験モードの変更を答申 

 

【中環審平成 15 年第六次答申】二輪車の規制強化、特殊自動車の規制導入を 

 1  答申 

 1  ①第一種原動機付自転車及び軽二輪自動車 

 1  平成 18 年規制 

 1  ②第二種原動機付自転車及び小型二輪自動車 

                平成 19 年規制 

               ③特殊自動車（出力 19kW 以上～560kW 未満） 
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    15. 7  

 

 

 

    17. 4  

 

    17.10  

    18.10  

  19.10  

 

  21．9  

 

    22. 7  

 

 

  24. 4  

 

    24. 8  

 

 

 

 

 

 

 

  27. 2  

 

 

 

  28.10  

 

29. 5  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10  

令和元.10  

2.12  

2.12  

                               平成 19 年規制 

 

【中環審平成 15 年第七次答申】自動車用燃料品質の規制強化を答申 

①燃料品質の追加（含酸素分） 

②オクタン価、蒸留性状、蒸気圧の規制強化 

 

【中環審平成 17 年第八次答申】09 年目標（21 年規制）を答申 

 1  リーンバーン直噴車に PM 規制を導入 

 ◆17 年規制施行（乗用車、軽～重量トラック・バス） 

 ◆18 年規制施行（第一種原動機付自転車、軽二輪自動車） 

 ◆19 年規制施行（第二種原動機付自転車、小型二輪自動車、 

         特殊自動車（出力 19kW 以上～560kW 未満）） 

 ◆21 年規制施行（リーンバーン直噴車） 

 

【中環審平成 22 年第十次答申】E10 対応車の排出ガス低減対策と燃料規格を 

                答申 

               E10 等の含酸素率上限を 3.7 質量％に規定 

 ◆E10 等の燃料の規格を施行 

 

【中環審平成 24 年第十一次答申】二輪車の排出ガス低減対策を答申 

                ①E10 燃料を二輪車にも適用 

                ②試験サイクルの変更 

                 （二輪車モード→WMTC に変更） 

                ③燃料蒸発ガス規制を適用 

                ④高度な車載式故障診断(OBD)システムの 

                  義務付け 

 

【中環審平成 27 年第十二次答申】乗用車等（乗用車、軽～中量トラック・バ

ス、軽トラック）の排出ガス対策を答申 

①試験サイクルの変更 

②次期目標（30 年規制、元年規制） 

 ◆28 年規制施行（二輪車） 

  

【中環審平成 29 年第十三次答申】二輪車及び乗用車等の排出ガス低減対策を 

 １  答申 

①二輪車規制（2 年規制） 

 １  ②二輪車の高度な車載式故障診断(OBDⅡ) 

 1  システム導入 

③全ての筒内直接噴射ガソリンエンジン搭載 

車に PM 規制を導入 

④駐車時の燃料蒸発ガス低減対策規制強化 

 （パージ走行サイクル及び駐車試験日数の

変更） 

◆30 年規制施工（乗用車、軽量トラック・バス） 

 ◆元年規制施工（軽トラック、中量トラック・バス） 

◆2 年規制予定（二輪車） 

◆2 年規制予定（筒内直接噴射ガソリンエンジン搭載車） 

- 26 -



2.12  ◆2 年規制予定（駐車時の燃料蒸発ガス規制強化） 

 

 注）中間答申から第十三次答申まで及びこれらの答申を踏まえ関係告示で示された内容（改

正予定のものも含む）に基づき記載。
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【ディーゼル車】 

 

年 月 

 

記     事 

 

昭和 46. 7  

46. 9  

    47. 7  

    49. 9  

    50. 1  

    52. 8  

 

    52.12  

 

 

    53. 3  

    54. 1  

    57. 1  

    58. 8  

    60.11  

  

    61. 7  

    61.10  

    62.10  

    63.12  

 

平成元.10  

 

    元.12  

 

 

 

 

     2.10  

 

     2.10  

     4. 6  

     4.10  

     4.10  

     5.10  

 

 

     6.10  

 

 

     8. 5  

     9.10  

     9.10  

 

 ・環境庁発足 

 ・環境庁長官諮問、中公審・審議開始（→52 年答申） 

 ・新車の黒煙規制開始（3 モード） 

 ◆49 年規制施行（全車種。CO･HC･NOx の 6 モード濃度規制） 

 ・使用過程車の黒煙規制開始（無負荷急加速） 

 ◆52 年規制施行（全車種） 

 

【中公審 52 年答申】全車種とも二段階の規制強化を答申  

 1  ①第 1 段階（54 年規制） 

 1  ②第 2 段階（→57、58、61、62、2、4 年規制） 

 ・自動車公害防止技術評価検討会 設置（～63 年 6 月） 

 ◆54 年規制施行（全車種） 

 ◆57 年規制施行（副室式） 

 ◆58 年規制施行（直噴式） 

 ・環境庁長官諮問、中公審審議開始（→61 年中間答申、元年答申） 

 

【中公審 61 年中間答申】63 年規制、元年規制、2 年規制を答申 

 ◆61 年規制施行（ＭＴ乗用車。6 モード→10 モードに変更） 

 ◆62 年規制施行（ＡＴ乗用車。6 モード→10 モードに変更） 

 ◆63 年規制施行  軽～中量トラック・バス。6 モード→10 モードに変更 

 1  重量トラック・バス（副室式） 

 ◆元年規制施行（重量トラック・バス（副室式）） 

 

【中公審元年答申】全車種とも二段階の規制強化を答申   

①短期目標（5 年規制、6 年規制） 

②長期目標（10 年以内→9、10、11 年規制） 

③10・15 モード及び 13 モードを答申  

④粒子状物質規制の導入を答申  

 ◆2 年規制施行 1 小型乗用車 

重量トラック・バス（直噴式） 

 ・自動車排出ガス低減技術評価検討会 設置（～７年 11 月） 

 ・自動車 NOx 法成立 

 ・軽油中の硫黄分 0.5％から 0.2％に削減 

 ◆4 年規制施行（中型乗用車） 

 ◆5 年規制施行  軽～中量トラック・バス。 

                   10 モード→10・15 モードに変更 

                   ※粒子状物質規制開始 

 ◆6 年規制施行  乗用車。10 モード→10・15 モードに変更 

                   重量トラック・バス。6 モード→13 モードに変更 

                   ※粒子状物質規制開始 

 ・環境庁長官諮問、中環審・審議開始（→10 年答申、継続審議中） 

 ・軽油中の硫黄分 0.05％に削減 

 ◆9 年規制施行   小型乗用車、軽量トラック・バス、 
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    10.10  

 

 

 

    10.12  

 

 

    11.10  

 

  12.11  

 

 

    14. 3  

 

    14. 4  

 

    14. 4  

 

 

    15. 6  

 

    15. 7  

 

 

    15.10  

 

 

    16.10  

 

    17. 4  

 

 

 

    17.10  

  18.10  

  19.10  

 

 

    20．1  

 

 

 

 

 

  20.10  

                   中量トラック・バス（MT） 

                   重量トラック・バス（2.5～3.5 トン） 

 ◆10 年規制施行  中型乗用車 

                   中量トラック・バス（AT） 

                   重量トラック・バス（3.5～12 トン） 

 

【中環審平成 10 年第三次答申】全車種とも二段階の規制強化を答申  

①新短期目標（14、15、16 年規制） 

②新長期目標（19 年頃を目途） 

 ◆11 年規制施行（重量トラック・バス） 

 

【中環審平成 12 年第四次答申】①新長期目標の早期達成（17 年）を答申 

 1  ②軽油の低硫黄化（500ppm→50ppm）を答申 

 1 ③特殊自動車規制の早期達成（15 年）を答申 

・自動車 NOx・PM 法成立 

 

【中環審平成 14 年第五次答申】①新長期目標（17 年規制）を答申 

 1  ②試験モードの変更を答申 

 ◆14 年規制施行  乗用車 

 1  軽量トラック・バス 

 

【中環審平成 15 年第六次答申】特殊自動車目標（18、19、20 年規制）を答申 

 

【中環審平成 15 年第七次答申】①軽油の硫黄分の低減（50ppm→10ppm 化） 

 1 ②軽油の燃料品質項目の追加（密度、10％  

                  残油残留炭素） 

 ◆15 年規制施行  中量トラック・バス 

 1  重量トラック・バス（2.5～12 トン） 

 1  特殊自動車 

 ◆16 年規制施行 重量トラック・バス（12 トン～） 

 

【中環審平成 17 年第八次答申】①09 年目標（21 年規制、22 年規制）を答申 

                 （ポスト新長期規制） 

 1 ②新たに挑戦目標値を提示（2008 年～2009 年

 1  頃技術レビュー） 

 ◆17 年規制施行（乗用車、軽～重量トラック・バス） 

 ◆18 年規制施行（特殊自動車（出力 130kW 以上～560kW 未満）） 

 ◆19 年規制施行（特殊自動車（出力 19kW 以上～37kW 未満、75kW 以上～ 

         130kW 未満）） 

 

【中環審平成 20 年第九次答申】特殊自動車の規制強化・オパシメーターによ 

                る黒煙測定の導入             

               ①特殊自動車試験モードの変更 

                平成 23-25 年 PM 規制強化 

                平成 26-27 年 NOx 規制強化 

②オパシメーターによる測定への変更 

 ◆20 年規制施行（特殊自動車（出力 37kW 以上～75kW 未満）） 

- 29 -



    21.10  

 

 

 

  22. 7  

 

 

 

 

    23.10  

 

  24. 8  

 

 

 

 

 

 

    24.10  

    25.10  

  26.10  

   

27. 2 

     

 

 

 

 

27.10 

 28.10  

28.10  

    29.10  

30.10  

30.10  

令和元.10  

 

 ◆21 年規制施行     乗用車 

 （ポスト新長期規制） 中量トラック・バス（2.5～3.5 トン） 

            重量トラック・バス（12 トン～） 

 

【中環審平成 22 年第十次答申】重量車の規制強化を答申 

               ①世界統一試験モード(WHDC)への変更 

               ②次期許容限度目標値の設定 

               ③オフサイクル対策の導入 

               ④高度な車載式故障診断(OBD)システムの導入 

◆23 年規制施行（特殊自動車（出力 130kW 以上～560kW 未満）） 

 

【中環審平成 24 年第十一次答申】重量車の排出ガスの排出ガス低減対策を答申 

 ①後処理装置の耐久性確保 

                ②オフサイクルエミッションの適用 

特殊自動車の排出ガス低減対策を答申 

                ①特殊自動車の黒煙規制の変更 

                ②特殊自動車のブローバイガス対策及び定常

試験モードを追加 

 ◆24 年規制施行（特殊自動車（出力 56kW 以上～130kW 未満）） 

 ◆25 年規制施行（特殊自動車（出力 19kW 以上～56kW 未満）） 

 ◆26 年規制施行（特殊自動車（出力 130kW 以上～560kW 未満）） 

 

【中環審平成 27 年第十二次答申】乗用車等（乗用車、軽～中量トラック・バ

ス）の排出ガス対策を答申 

①試験サイクルの変更 

②次期目標（30 年規制、元年規制） 

                  重量車のブローバイガス対策を答申 

 

 ◆27 年規制施行（特殊自動車（出力 56kW 以上～130kW 未満）） 

 ◆28 年規制施行（重量車（7.5 トン～）） 

 ◆28 年規制施行（特殊自動車（出力 19kW 以上～56kW 未満）） 

 ◆29 年規制施行（重量車（トラクタ）） 

 ◆30 年規制施行（重量車（3.5～7.5 トン）） 

 ◆30 年規制施行（乗用車、軽量トラック・バス） 

 ◆元年規制施行（中量トラック・バス） 

 

  注）中間答申から第十三次答申まで及びこれらの答申を踏まえ関係告示で示された内容（改

正予定のものも含む）に基づき記載。 
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３．自動車の種別
種別 構造及び原動機 大きさ 例

普通自動車 小型自動車、軽自動車、大型特殊
自動車及び小型特殊自動車以外
の自動車

小型自動車 四輪以上の自動車及びけん引自
動車で自動車の大きさが右欄に該
当するもののうち軽自動車、大型
特殊自動車及び小型特殊自動車
以外のもの（内燃機関を原動機を
する自動車（軽油を燃料とする自動
車及び天然ガスを燃料とする自動
車を除く。）にあっては、その総排気
量が2.00リットル以下のものに限
る。）

長さ

4.70ｍ
以下、
幅

1.70m
以下、
高さ

2.00ｍ
以下

軽自動車 二輪自動車（側車付二輪自動車を
含む。）以外の自動車及び被けん
引自動車で自動車の大きさが右欄
に該当するもののうち大型特殊自
動車及び小型特殊自動車以外のも
の（内燃機関を原動機とする自動
車にあっては、その総排気量が
0.660リットル以下のものに限る。）

長さ
3.40ｍ
以下、
幅
1.48ｍ
以下、
高さ
2.00ｍ
以下

大型
特殊自動車

１ 次に掲げる自動車であって、小
型特殊自動車以外のもの

イ ショベル･ローダ、タイヤ・ロー
ラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロー
ド・スタビライザ他

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散
布車他

２ ポール・トレーラ及び国土交通
大臣の指定する特殊な構造を有す
る自動車

小型
特殊自動車

１ 前項第１号イに掲げる自動車で
あって、自動車の大きさが右欄に
該当するもののうち最高速度15ｋｍ
/ｈ以下のもの
２ 前項第１号ロに掲げる自動車で
あって、最高速度35ｋｍ/ｈ未満のも
の

長さ
4.70ｍ
以下、
幅

1.70ｍ
以下、
高さ
2.80ｍ
以下

出典：メーカー資料より抜粋
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４．自動車の保有実態等 

（１）国内の自動車保有台数の推移 
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（注）１．乗用車には軽乗用車を含む。 
２．小型貨物車には軽貨物車を含む。 
３．小型特殊、原付二種及び原付一種は含まず。  

出典：国土交通省「交通関連統計資料集」より作成 
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（２）世界各国／地域の四輪車生産台数

出典：（一社）日本自動車工業会注：１．速報値 ２．EU加盟国の一部では、重量トラック・バスの生産台数が公表されていない。

単位：台
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乗用車

7,057 
73%

トラック・バス

2,546 
27%

世界の乗用車、トラック・バスの生産台数

（2018年）

合計：9,603 （万台）

（４）国別の乗用車生産台数

出典：2019年（令和元年）版日本の自動車工業を元に作成

（３）世界の乗用車、トラック・バスの生産台数

出典：2019年（令和元年）版日本の自動車工業を元に作成
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（５）車種別生産台数と構成比

出典：2019年（令和元年）版日本の自動車工業を元に作成

（６）車種別新車販売台数と構成比

出典：2019年（令和元年）版日本の自動車工業を元に作成
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発生源別THC排出量の割合
平成30年（2018年）

発生源別CO排出量の割合
平成30年（2018年）

発生源別THC排出量の割合
令和10年（2028年）

発生源別CO排出量の割合
令和10年（2028年）

（７）自動車排出ガス総量の推計
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発生源別NOｘ排出量の割合
平成30年（2018年）

発生源別PM排出量の割合
平成30年（2018年）

発生源別NOｘ排出量の割合
令和10年（2028年）

発生源別PM排出量の割合
令和10年（2028年）
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（８）自動車技術基準の国際調和活動

• 国連の欧州経済委員会に自動車基準の国際的な統一を
図る組織として、自動車基準調和世界フォーラム（WP29）
が運営されている。

• WP29は、4つの運営委員会と6つの専門分科会で構成さ
れている。

• 分科会で技術的・専門的検討を行い、運営委員会で検討
を経た基準案の審議・採決を行っている。

【参考】自動車技術基準の国際調和活動の組織

EPPR

PMP

EPPR：
Regulation on Environmental and 
Propulsion Performance 
Requirements informal Working 
Group

WLTP：
Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure 

Task Force

Evap TF

Low Temp TF

WLTP

Informal Group

PMP：
Particle Measurement Programme 

衝突安全(GRSP)

排出ガス・エネルギー(GRPE)

灯火器(GRE)

自動運転(GRVA)

騒音・タイヤ(GRBP)

安全一般(GRSG)
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（９）ガソリン・LPG乗用車の排出ガス規制値の国際比較

・規制値の比較の際には、測定条件等が異なることに留意する必要がある。

NOx HC NMHC CO PM

10/15M ﾎｯﾄ 0.25 0.25   ----- 2.10   -----

11M ｺｰﾙﾄﾞ 4.40 7.00   ----- 60.0   -----

10/15M ﾎｯﾄ 0.08 0.08   ----- 0.67   -----

11M ｺｰﾙﾄﾞ 1.40 2.20   ----- 19.0   -----

新長期規制
(2005)

0.05   ----- 0.05 1.15   -----

ポスト新長期規制
(2009)

0.05   ----- 0.05 1.15 0.005

平成30年規制
(2018)

WLTC
ｺｰﾙﾄﾞ

0.05   ----- 0.10 1.15 0.005

8万km FTP75(LA4) 0.250 0.256 0.156 2.12 0.050

/16万km ｺｰﾙﾄﾞ /0.375 /----- /0.194 /2.62 /0.063

   8万km FTP75(LA4) 0.031 NMOG 2.12 0.006

/19.2万km ｺｰﾙﾄﾞ /0.044   ----- 0.047 /2.62 /0.006

 /0.056

FTP75(LA4) NOx+NMOG

ｺｰﾙﾄﾞ 0.099

EＵﾓｰﾄﾞ

ｺｰﾙﾄﾞ

新EUﾓｰﾄﾞ

ｺｰﾙﾄﾞ

新EUﾓｰﾄﾞ及びWLTC

ｺｰﾙﾄﾞ
0.06

0.005

・欧州では、EURO6bから火花点火エンジン車に対しPM粒子数規制を適用している。また、EURO6からWLTCを導入
している。

・平成17年（2005年）からは11モードの測定値に0.12を乗じた値と10･15モードの測定値に0.88を乗じた値
との和で算出される値に対し、平成20年（2008年）からは、JC08モードを冷機状態において測定した値に
0.25を乗じた値と10･15モードの測定値に0.75を乗じた値との和で算出される値に対し、平成23年(2011年)
からはJC08モードを冷機状態において測定した値に0.25を乗じた値とJC08モードを暖機状態において測定し
た値に0.75を乗じた値との和で算出される値に対し適用される。

・ポスト新長期規制以降のＰＭについては吸蔵型NOx還元触媒を装着した希薄燃焼方式の筒内直接噴射ガソリン
エンジン搭載車に対してのみ適用されるが、平成30年規制のPMについては令和2年（2020年）より全ての筒内直
接噴射ガソリンエンジン搭載車に対して適用される。

・非メタン炭化水素とは、炭化水素からメタンを除いたもの。

・米国のTier2は燃料によらず同一の規制を適用し、認証基準が8種類（Bin1～Bin8）設定されていて、ガソ
リン車、ディーゼル車を合わせた企業ﾌﾘｰﾄ平均NOx規制は0.07g/mile(0.04375g/km)が適用される。なお、表
中はBin5の基準値でBin1は0g/km。

・米国のTier3は燃料によらず同一の規制を適用し、認証基準が7種類
（Bin0,Bin20,Bin30,Bin50,Bin70,Bin125,Bin160）設定されていて、ガソリン車、ディーゼル車を合わせた
企業ﾌﾘｰﾄ平均NMOG+NOx規制は、2017年から2025年にかけて段階的な基準値が適用される。なお、表中は
Bin160の基準値でBin0は0g/km。PMについては、2種類の基準値とモデルイヤー毎のPM基準値適合車両の販売
割合を定めており、メーカーはこの割合に従い、各基準値に適合した車両を販売する必要がある。

0.0045

0.10 0.068

0.10 0.068

1.0 0.0045

1.0 0.0045

  -----

  -----

  -----

  -----

2.3

1.0

  -----

  -----

2.72

ＥＵＲＯ６b
(2014)

ＥＵＲＯ６d
(2020)

　 16万km

  -----

  -----

0.20

0.100.08

0.068

0.068

ＥＵＲＯ５a
(2009)

ＥＵＲＯ５b
(2011)

2.2

1.00.10

0.10 1.0

粒子状
物質

新短期規制
(2000)

8万km
JC08モード
ｺｰﾙﾄﾞ+ホッ

ト

日本

 
単位：g/km

 耐久距離  試験方法

3万km
53年規制
(1978)

非メタン
炭化水素

一酸化
炭素

0.06

0.06

19.2万km   -----   ----- 2.61

   NOx＋HC  0.97

　 NOx＋HC  0.5

窒素
酸化物

炭化水素

欧州

米連邦

Ｔｉｅｒ１
(1996)

Ｔｉｅｒ２(2004
から段階適用）

Ｔｉｅｒ３(2017
から段階適用）

0.006
または
0.002

ＥＵＲＯ４
(2005)

0.15

10万km

0.06

ＥＵＲＯ１
(1992)

ＥＵＲＯ２
(1996)

ＥＵＲＯ３
(2000)

　 8万km
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（１０）ディーゼル乗用車の排出ガス規制値の国際比較

・規制値の比較の際には、測定条件等が異なることに留意する必要がある。

NOx HC NMHC CO PM

3万km 0.40 0.40   ----- 2.10 0.08

0.28 0.12   ----- 0.63 0.052

0.30 0.12   ----- 0.63 0.056

0.14   ----- 0.024 0.63 0.013

0.15   ----- 0.024 0.63 0.014

0.08   ----- 0.024 0.63 0.005

WLTC
ｺｰﾙﾄﾞ

0.15   ----- 0.024 0.63 0.005

米連邦

8万km FTP75(LA4) 0.625 0.256 0.156 2.12 0.050

/16万km ｺｰﾙﾄﾞ /0.781 /----- /0.194 /2.62 /0.063

   8万km FTP75(LA4) 0.031 NMOG 2.12 0.006

/19.2万km ｺｰﾙﾄﾞ /0.044   ----- 0.047 /2.62 /0.006

 /0.056

FTP75(LA4) NOx+NMOG

ｺｰﾙﾄﾞ 0.099

直噴式 EＵﾓｰﾄﾞ   ----- 1.0 0.10

副室式 ｺｰﾙﾄﾞ 1.0 0.08

新EUﾓｰﾄﾞ

ｺｰﾙﾄﾞ

新EUﾓｰﾄﾞ及びWLTC

ｺｰﾙﾄﾞ

・米国のTier2は燃料によらず同一の規制を適用し、認証基準が8種類（Bin1～Bin8）設定されていて、ガソリン
車、ディーゼル車を合わせた企業ﾌﾘｰﾄ平均NOx規制は0.07g/mile(0.04375g/km)が適用される。なお、表中はBin5の
基準値でBin1は0g/km。

・米国のTier3は燃料によらず同一の規制を適用し、認証基準が7種類
（Bin0,Bin20,Bin30,Bin50,Bin70,Bin125,Bin160）設定されていて、ガソリン車、ディーゼル車を合わせた企業ﾌ
ﾘｰﾄ平均NMOG+NOx規制は、2017年から2025年にかけて段階的な基準値が適用される。なお、表中はBin160の基準値
でBin0は0g/km。PMについては、2種類の基準値とモデルイヤー毎のPM基準値適合車両の販売割合を定めており、
メーカーはこの割合に従い、各基準値に適合した車両を販売する必要がある。

・欧州では、EURO5bから圧縮着火エンジン車に対しPM粒子数規制を適用している。また、EURO6dTEMPからWLTCを導入
している。

ＥＵＲＯ６d TEMP
(2018)

   NOx＋HC  0.30
    かつNOx 0.25

   NOx＋HC  0.230
    かつNOx 0.180

   NOx＋HC  0.230
    かつNOx 0.180

   NOx＋HC  0.170
    かつNOx 0.080

0.50 0.0045

2.72

0.64

  ----- 0.5010万km

ＥＵＲＯ５b
(2011)

  -----

　 NOx＋HC  0.9

　 NOx＋HC  0.7

   NOx＋HC  0.56
    かつNOx 0.50

一酸化
炭素

粒子状
物質

19.2万km   -----   ----- 2.61

10/15M ﾎｯﾄ

8万km

窒素
酸化物

炭化水素
非メタン
炭化水素 耐久距離  試験方法

Ｔｉｅｒ２(2004から
段階適用)

Ｔｉｅｒ１
(1996)

新短期
規　制
(2002)

新長期
規　制
(2005)

平成30年規制
(2018)

 小型車

ポスト新長期規制
(2009)

 小型車

欧州

　 8万km

Ｔｉｅｒ３(2017から
段階適用)

   NOx＋HC  0.97
ＥＵＲＯ１
(1992)

ＥＵＲＯ２
(1996)

ＥＵＲＯ３
(2000)

ＥＵＲＯ４
(2005)

  -----

16万km
ＥＵＲＯ６b
(2014)

ＥＵＲＯ５a
(2009)

  -----

   NOx＋HC  0.170
    かつNOx 0.080

  -----

  -----

・日本の規制のディーゼル乗用車において、「小型車」とは等価慣性重量1.25t(車両重量1.265t)以下、「中型車」と
は等価慣性重量1.25t(車両重量1.265t)超である。

 中型車

 中型車

長期規制(1997､98)

0.50 0.0045

JC08モード
ｺｰﾙﾄﾞ+ホット

0.05

  -----

0.005

0.006
または
0.002

0.0045

日本

    　      単位：g/km

・ＥＩＷ：等価慣性重量

・非メタン炭化水素とは、炭化水素からメタンを除いたもの。

0.025

0.14

0.50

0.50
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Ⅱ．微小粒子状物質等に関する対策について

1

１．微小粒子状物質に関する大気環境の状況 （平成29年度）

＜一般局及び自排局における環境基準達成状況の推移＞

平成29 年度の夏季は、平成28 年度の夏季と同様に冷夏となったため、光化学反応による二次生成粒子の生成が抑制されたこと、秋
雨前線や超大型台風の影響で降水量が多かったことが低濃度の要因として挙げられる。

また、平成29年度の冬季は、全国的に寒冬となり、特に関東地方で晴れの日が多く、暖冬となった平成28年度の冬季よりも風速が弱
かったため、夜間の接地逆転層により国内起源の大気汚染物質が下層に蓄積され、高濃度となる日が多くなったと考えられる

また、国際的に見てみると、中国の年平均濃度は低下傾向にあるものの、近年、減少の程度は緩やかになっている。

全測定局のPM2.5の年平均値は、一般局で11.6μg/m3、自排局で12.5μg/m3であり、平成25年度以降緩やかな改善傾向である。
平成29年度の環境基準達成率は、一般局で89.9％、自排局で86.2％であり、平成28 年度と比較して、一般局は僅かに改善したが、

自排局はやや低下した。

＜日中韓におけるPM2.5 濃度（年平均値）の推移＞

＜微小粒子状物質の年平均値の推移＞

2
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各地方における環境基準の達成状況について、関東地方、関西地方の主に都市部で環境基準を達成していない地域が見られる他、中国・
四国地方の瀬戸内海に面する各県（一般局：50 %から83.3 %、自排局：0.0 %から100 %）、九州地方の各県（一般局：62.5 %から94.1 %、自排局：
0.0 %から100 %）では依然として環境基準達成率の低い地域がある。関東地方の環境基準非達成局は都心部に分布しており、他の地域と比
較して自排局の数が多く、中国・四国地方の環境基準非達成局は瀬戸内工業地域や瀬戸内海に面する地域に分布しており、長期基準と短
期基準の両方とも非達成の測定局が多い。また、九州地方は長期基準値を超過している測定局が多い。

＜PM2.5 環境基準達成状況（○：一般局、□：自排局）＞

＜PM2.5 濃度の年平均値＞

3

１．微小粒子状物質に関する大気環境の状況（続き） （平成29年度）

一般局に比べ、自排局
の方が、比較的高濃度で
あり、年平均値の環境基
準である15μg/m3付近の
濃度の測定局が多い。

PM2.5年平均値のヒストグラム

地点分類別成分割合

ECは、一般的に燃料の
燃焼により発生する物質
（スス）であり、自動車から
も排出される。

4

１．微小粒子状物質に関する大気環境の状況（続き） （平成29年度）
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（出典：平成30年度PM2.5排出インベントリ及び発生源プロファイル策定委託業務報告書（2019年3月））

2015年度の一次粒子としてのPM2.5の総排出量は11万6千トン、このうち、自動車排出ガスからの排
出は1万トン。

NOxについては、総排出量は171万トン、このうち、自動車排出ガスからの排出は40万トン。

PM2.5（一次粒子）の発生源別排出量（2015年度） NOxの発生源別排出量（2015年度）
※船舶排出量は、大気シミュレーションに活用できるよう、日本海の大半・東シナ海の一部等、日本領海以外からの排出量も含まれて

いる。なお、沖縄や小笠原諸島周辺等は対象外となっている。集計範囲がその他発生源と異なることに注意が必要。
2020年1月から海洋汚染防止条約（MARPOL条約）に基づき燃料油中の硫黄分濃度の上限に関する規制が強化されている。

船舶

巻き上げ・タイヤ

建機・産機・農機

自動車走行・始動時

航空

野焼き

調理

喫煙

家庭・事務所

廃棄物処理

鉄鋼業

製造業（23業種）

（※）

農・林・水産業、鉱業、建設業

建設業

電気・地域熱供給・都市ガス製造

都市ガス製造

１．微小粒子状物質に関する大気環境の状況（続き） （平成29年度）

２．国内における微小粒子状物質規制の経緯

0

20

40

60

80

100

H6 H9 H15 H17 H21 H28
走行モード（WLTC）

（km/h）

（sec） シャシダイナモメータ

ｼｬｼﾀﾞｲﾅﾓﾒｰﾀ上で走行実態を模した走行モードを走行し、
排出されるＰＭの重量を測定

試験法の例（乗用車） PMの許容限度の推移（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ重量車）

許容限度の推移（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ重量車）

大気汚染防止法の告示において、自動車の種別毎に、排出されるＰＭの許容限度を規定。
許容限度の単位は、走行距離（仕事量）当たりに排出されるPMの重量（g/km又はg/kwh）。
現行の試験法は、ほとんどが国際調和された走行モード。
（WLTC: Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle、WHSC: Word Harmonized Steady state Cycle、WHTC: World Harmonized Transient Cycle）。
許容限度は、これまで順次強化されており、規制導入時に比べ大幅に低減。
【経緯】S47～;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車の黒煙規制、H5～:ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車のPM規制、H21～:一部の直噴ｶﾞｿﾘﾝ車のPM規制、R2～:全ての直噴ｶﾞｿﾘﾝ車のPM規制

種別 軽自動車 乗用車
貨物・バス

軽量車 (GVW≦1.7t) 中量車 (1.7t＜GVW≦3.5t) 重量車 (3.5t＜)

燃料 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

許容限度 0.005 (g/km) 0.007 (g/km) 0.010 (g/kwh)

試験法 WLTC（3フェーズ） JE05M WHSC/WHTC

規制年 H31※ H30※ H31※ H21※ H28

PMの許容限度

注） 平成6年の許容限度値を100とした場合

6

※ストイキ直噴ガソリン車はR2から
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国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（UN-ECE/WP29）Particle Measurement Programme （PMP）の動き

１．ディーゼル自動車からのナノ粒子による健康影響

２．質量による規制が厳しくなるにつれ、精度の担保が難しくなってきた従来の質量法

の補完又は代替となる計測手法

WP29の排出ガスとエネルギー分科会（GRPE）においてインフォーマルグループを設立し、

調査・検討並びに評価を行うこととした。

ここで健康影響については、いくつかの研究において呼吸器疾患と100nm以下の微粒子と

の関連が示唆されているものの、WHOは超微粒子への暴露と健康への影響の関連性を確

立するためには、より多くの研究が必要であると結論づけた。したがって、PMPは予防原則

の下で行動し、関連性が示された際、政策的な要求に対応できるよう、従来の質量法の補

完又は代替となる計測法を調査することとした。

7

PMP設立の背景

・質量法、粒子数計測法等を含む測定方法について、再現性等の観点から検証が行われた。
・PMPの結論：粒子数計測法は、安定した粒子源を測定する際の検出限界、精度、識別力、ばらつきの
点で質量法よりも優れている。これらの理由から、個数法は、将来の規制のため、質量法の優れた代
替法となる。

参考資料） Particle Measurement Programme (PMP) Light-duty Inter-laboratory Correlation Exercise (ILCE_LD) Final Report

PMPにおける検証

参考資料）
Particle Measurement Programme (PMP) Light-duty Inter-laboratory Correlation Exercise (ILCE_LD) Final Report (JRC Sciebtific and Technical Reports,2007)
Particle Measurement Programme (PMP) Heavy-duty Inter-laboratory Correlation Exercise (ILCE_HD) Final Report (JRC Sciebtific and Technical Reports,2010)

３．国連等における微小粒子状物質規制の経緯（PMPの設立と検証）

日本
（2018年基準）

中国
（2017年基準）

韓国
（2020年基準）

米国
（2020年基準）

欧州
（2017年基準）

ガソリン車

排出ガス
規制値

PM
（米以外:g/km

米:g/mile）
0.005(直噴) 0.0045(直噴) 0.002～0.004※ 0.003～0.01※

(2025より0.001導入)
0.0045(直噴)

PN
（個/km）

－ 6.0×1011(直噴) － － 6.0×1011(直噴)

ディーゼル車

排出ガス
規制値

PM
（米以外:g/km

米:g/mile）
0.005 0.0045 0.0045 0.003～0.01※

(2025より0.001導入)
0.0045

PN
（個/km）

－ 6.0×1011 6.0×1011 － 6.0×1011

8

試験法

G/D共通 G/D共通 米の試験法 G/D共通 G/D共通

WLTP
（Ex-Highを除く3フェーズ）

NEDC（過去に欧州で採用）

G
独自試験法

WLTP
（Ex-Highを含む4フェーズ）

WLTP（Ex-Highを含む）

D
Ex-High

※:複数の規制値とモデルイヤー毎のPM基準適合車両の販売割合を定めており、メーカーはこの割合に従い、各基準値に適合した車両を販売する必要がある。
（注）欧州では、ディーゼル車は2011年、ガソリン直噴車は2014年よりPM粒子数（PN）による規制を開始

・従来のPM重量の規制に加えて、欧州を中心としてPM粒子数（PN）の規制を導入する傾向

３．国連等における微小粒子状物質規制の経緯 （各国のPM規制の比較 （乗用～中量車））
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9

日本 欧州

区分 燃料 試験モード
PM

許容限度
区分 燃料 試験モード PM規制値 PN規制値

乗用

ガソリン
※1

又は

軽油

WLTC
3フェーズ

0.005
(g/km)

M1･M2
（基準質量
≦2610kg）

ガソリン
※1

又は

軽油

WLTC
4フェーズ

0.0045
(g/km)

6.0×1011

（個/km）
※2

ト
ラ
ッ
ク
・バ
ス

軽自動車
N1 クラス1

（基準質量
≦1305kg）

N1 クラス2
（1305kg＜基準質量

≦1760kg）軽量車
（GVW≦1.7ｔ） N1 クラス3

（1760kg＜基準質量
≦2610kg）

中量車
（1.7ｔ＜GVW

≦3.5ｔ）

0.007
(g/km)

N2
（基準質量
≦2610kg）

重量車
（3.5ｔ＜GVW）

軽油 WHDC

WHTC

0.010
(g/kWh)

重量車
（2610kg＜
基準質量

のM1･M2･N･N2
又はM3・N3）

軽油 WHDC

WHTC

0.010
(g/kWh)

6.0×1011

（個/kWh）
※3

WHSC WHSC
8.0×1011

（個/kWh）
※3

ガソリン
※1

JE05
ガソリン

※1
WHTC

6.0×1011

（個/kWh）
※4

※1：直接噴射式に限る。
※2：ディーゼル車は、2011.9.1から6×1011(NEDC)→2017.9.1から6×1011(WLTC)、ガソリン車は、2014.9.1から6×1012(NEDC)→2017.9.1から6×1011 (WLTC)
※3：2012.12.31から6×1011(WHTC)、8×1011 (WHSC)
※4：2014.9.1から6×1011(WHTC)

３．国連等における微小粒子状物質規制の経緯 （日本と欧州の現行規制の比較）

４．自動車からのPM排出に関する対策技術等について

全般 国内
・

海外

・微小粒子状物質の全排出源を比較し、自動車分野の追加対策の必要性について、社会的費
用負担の妥当性を示して欲しい。
・PN規制を導入する場合、その理由も示して欲しい。
・可能な限り国際調和を推進はしつつ、導入するのであれば日本の走行実態等を考慮して欲し
い。

欧州（PN規制） 米国（PM規制提案）

排出ガス
低減対策
技術

国内 ・欧州並みの規制レベルであれば、欧州で実績もあ
り技術的に可能であるが、適切なリードタイムが必要。
・ディーゼル車はDPFを装着しており対応済。ガソリン
直噴車はGPFを新たに装着する必要あり。
＜GPFの課題＞

・燃費等との両立 ・装着によるコストアップ
・装着スペースの確保（レイアウト変更）
・日本市場向け強制再生（目詰まり防止機能）の

検討

・欧州向け技術（GPF、燃焼改善）で対応

可能とする企業、見通しがたっていない
企業など様々。

海外 ・実用化されている欧州のGPF技術を利用するが、欧

州並みの規制レベルであっても日本市場向けの確
認・調整が必要。

・GPFを新たに装着する必要があり、適
切なリードタイムが必要。

測定技術 ・欧州において導入済み。
＜測定機器に望まれる改善点＞

・少量の感度にバラツキあり。
・機器精度維持管理に苦慮。
・校正方法に改善の余地あり。

・測定精度等に課題があるため、測定
方法を検討中。

【欧州PN規制又は米国PM規制提案に対する意見】

【PM規制強化に関する要望】

自動車関係団体等に対するＰＭ規制強化に関するヒアリング結果

10
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５．PM測定に関する検討

0.4～0.5mg/km
（欧州PN規制相当を換算した値）

0.62mg/km
（米国2025年PM質量規制値）

1.9mg/km
（米国PM質量規制値）

5mg/km
（国内PM質量規制値）

乗用車

1mg/kWh
（欧州PN規制相当を換算した値）

10mg/kWh
（国内、欧州PM質量規制値）

13mg/kWh
（米国PM質量規制値）

重量車

測定可能測定の正確性、再現性が不明（※）

測定可能

欧州PN規制値6.0×1011個/ｋｍ

欧州PN規制値6.0×1011個/kWh

（測定機器メーカーヒアリングより）

（測定機器メーカーヒアリングより）

11

測定の正確性、再現性が不明（※）

（※）米国では、0.63mg/km（1mg/mile）のPM質量について、米国の試験サイクル（FTPサイクル）における測定の正確性、再現性を検証中。

PM質量計の測定限界について

PNの測定法について

不揮発性粒子＋揮発性粒子不揮発性粒子

加熱希釈器 (PND1) 
揮発性粒子の形成防止

蒸発管 (ET)

揮発性粒子の蒸発

冷却希釈器 (PND2) 
冷却・再凝縮防止

粒子数カウンタ(PNC)
通常、凝縮式粒子計数器

(CPC)が用いられる。

分級器 (PCF)
粗大粒子の除去

希釈トンネル(CVS Tunnel)

揮発性粒子除去装置 (VPR) 

揮発性粒子除去装置（VPR:Volatile Particle Remover）で揮発性粒子を除去し、粒子数
カウンタ（PNC）で不揮発性粒子を測定している。 12

150℃
300℃～350℃

５．PM測定に関する検討（続き）
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PM質量とPM粒子数の相関

全体として、PM質量とPM粒子数（PN）の間には、強い相関が見られる。
このことからPM粒子数とPM質量の一方の規制を強化することにより他方も低減する
ことが可能と考えられる。

13

（参考）
国内のPM規制値：5mg/km
欧州のPN規制値：6×1011個/km

ガソリン、ディーゼル乗用車におけるPM,PNの排出量データ

（出典：環境省過年度調査）

５．PM測定に関する検討（続き）

y = 1E+12x
R² = 0.8907

0

1E+12

2E+12

3E+12

4E+12

5E+12

6E+12

0 1 2 3 4 5

PM
粒
子
数

(P
N)

[個
/k

m
]

PM質量[mg/km]

自動車排出ガス専門委員会及び微小粒子状物質等専門委員会
（令和元年10月開催）の審議結果

• 令和元年10月、自動車排出ガス専門委員会及び微小粒子状物質等

専門委員会が合同で開催され、今後の微小粒子状物質対策に関し
て審議された。

• その結果、「微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準達成状況」、「発生

源寄与割合等の知見」、「これまでの微小粒子状物質低減対策」を
踏まえ、 以下の基本的な方針が共有された。

– 自動車だけでなく、固定発生源も含め、総合的な取組が必要で
ある。

– 自動車におけるPM2.5低減対策については、最終的な決定は今

後の自動車排出ガス専門委員会で行うものの、現行の質量法は
測定限界が課題とされており、国際的な調和の観点からも、欧州
等で実施されているPM粒子数（PN）規制を導入することが適当で
ある。

14

５．PM測定に関する検討（続き）
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15

許容限度目標値の検討（設定の考え方）

PM2.5の環境基準については、全体としては改善されつつあるも

ののまだ未達成の地点があり、道路沿道の自排局は一般局に
比べ、その割合が高い傾向が見られる。このような状況を踏まえ、
許容限度目標値は技術的に実現可能な限り厳しい値とすること
が適当である。

目標値の技術的な達成可能性の検討にあたっては、既に国内
外の自動車メーカーで実用化している技術（GPF等）を踏まえるこ
とが適当である。

欧州と日本の走行実態、道路事情の違いから、乗用車等に適用
される試験モード（WLTC）のフェーズは異なっており、このフェー
ズの違いによる単位走行距離当たりのPN排出量（個/km）への
影響についても確認する必要がある。

６．排出ガス試験サイクル等及び許容限度目標値

許容限度目標値の検討（メーカーヒアリングの結果）

16

【欧州における認証時のPM粒子数】

・PNの排出量は、低速領域に多く排出される。試験モードの後半の超高速領域がない
WLTC（3フェーズ）の排出量はWLTC（4フェーズ）に比べ、距離当たりの排出量が
多くなる（約1.3～1.5倍）ことから、測定時のばらつきも踏まえ、
フェーズの違い（試験モードの違い）を考慮した規制値として欲しい。

・日本の試験燃料の規格は、欧州の規格と比べ、蒸留規格値の上限幅が広い等のことから
PN排出量が多くなる影響が想定される。このため、日本の規格を欧州と同等にするか、
規格の違いを考慮した規制値として欲しい。

【許容限度目標値の検討にかかる要望】

区分 燃料 試験モード 欧州認証の実績値 欧州規制値

乗用車
又は

貨物車

ガソリン※1

WLTC（4フェーズ）

1.51×109 ～ 4.09×1011（個/km）

[PM：0.00 ～ 1.00 (mg/km)] 6.0×1011

（個/km）
軽油

7.22×108 ～ 2.84×1011（個/km）

[PM：0.02 ～ 3.58 (mg/km)]

重量車 軽油 WHDC
WHTC 5.00×107 ～ 3.65×1011（個/kWh）

[PM：0.40(※2) ～ 7.20 (mg/kWh)]
6.0×1011

（個/kWh）

WHSC 7.60×107 ～ 3.27×1011（個/kWh）

[PM：0.80（※2） ～ 3.80 (mg/kWh)]
8.0×1011

（個/kWh）

※1：直接噴射式に限る。 ※2：有効数字1桁で0の結果は除外

６．排出ガス試験サイクル等及び許容限度目標値（続き）
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許容限度目標値の検討（試験モードの違いによる影響）

17

６．排出ガス試験サイクル等及び許容限度目標値（続き）

18

許容限度目標値

区分 燃料 試験モード PN許容限度（案）

乗用
ガソリン※1

又は

軽油

WLTC
3フェーズ

6.0×1011個/km
ト
ラ
ッ
ク
・バ
ス

軽自動車

軽量車（GVW≦1.7ｔ）

中量車（1.7ｔ＜GVW≦3.5ｔ）

重量車（3.5ｔ＜GVW）
軽油 WHDC

WHTC 6.0×1011個/kWh

WHSC 8.0×1011個/kWh
ガソリン※1 JE05 6.0×1011個/kWh

・ 日本と欧州等では、乗用車等に適用されている試験モード（WLTC）のフェーズの違い等はある
ものの、欧州等で採用されている既存技術を活用できることから、日本における単位走行距離
当たりの排出量を欧州等の規制値と同じにすることが可能である。これにより、欧州等よりも実
質的に厳しい値となる。

・ ディーゼル重量車については、欧州等と試験モードは同一である。
・ ガソリン直噴車でトラック・バスの区分に該当するものはない。
・ 日本と欧州の試験燃料の規格の違いについては、認証試験の取扱において、我が国の市場

における燃料性状や国際調和の動向を踏まえて検討されることが望ましい。

許容限度目標値は下表のとおりとする。

※1：直接噴射式に限る。

６．排出ガス試験サイクル等及び許容限度目標値（続き）
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19

適用時期の検討（設定の考え方）

PM2.5の環境基準については、全体としては改善されつつあるも

ののまだ未達成の地点があり、道路沿道の自排局は一般局に比
べ、その割合が高い傾向が見られる。このような状況を踏まえ、
新たな規制は可能な限り早い時期に適用することが適当である。

適用時期の検討にあたっては、メーカーにおける設計変更等の
開発期間や生産・品質管理体制の準備期間等を考慮する必要
がある。

６．排出ガス試験サイクル等及び許容限度目標値（続き）

20

【必要な対策期間※1】

【適用時期の検討にかかる要望】

・ガソリンを燃料とする日本専用車はGPF搭載のためにフルモデルチェンジが必要と
なる車種もあることから、開発を考慮した適切なリードタイムとして欲しい。

適用時期の検討（メーカーヒアリングの結果）

国内自動車メーカー 海外自動車メーカー

区分 乗用車 軽量車 中量車 重量車 全ての区分

燃料 ガソリン※2 又は 軽油 軽油 ガソリン※2 又は 軽油

適用時期 約3～5年 約0.5～5年 0※3～4年

※1：各メーカーからの意見はガソリン乗用車及びディーゼル重量車が主となっている。
※2：直接噴射式に限る。
※3：UN-R49に準ずる場合。

６．排出ガス試験サイクル等及び許容限度目標値（続き）
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21

適用時期

適用時期は下表のとおりとする。

対象とする自動車 適用開始時期

軽油を燃料とする自動車 令和5年末まで（準備期間3年）

ガソリンを燃料とする自動車
（筒内直接噴射式エンジン搭載車に限る。）

令和6年末まで（準備期間4年）

（生産・品質管理体制の準備）
・ 新たな規制に対応するためには、車両認証や生産管理の設備導入等の準備に要する

期間が必要である。
車両に設計変更が必要ない場合であっても、設備導入に8ヶ月、性能の確認に10ヶ月、

認証準備から車両認証までに16ヶ月程度必要とされている。

（開発・設計変更）
・ ディーゼル車については、既にDPFが装着されているため、大幅な設計変更は生じない

と考えられる。
・ ガソリン車については、既にPN規制が導入されている欧州向け車両等で採用されている

技術を活用することができるが、日本の走行実態に合わせた調整が必要とされている。
また、特に日本専用車両にあっては、GPFの導入に伴う車体構造の変更を含む設計変

更等が必要となる可能性があり、ディーゼル車に比べ長い準備期間が必要と考えられる。

６．排出ガス試験サイクル等及び許容限度目標値（続き）

y = 1.15E+12x

R² = 9.11E-01

1.0E+09

1.0E+10

1.0E+11

1.0E+12

1.0E+13

1.0E+14

0.10 1.00 10.00

P
N

排
出

量
, 
個

/k
m

PM排出量 , mg/km

G-DI

質量法の代替としてPN規制を導入することとし、欧州の
規制値と同じ6.0×1011個/kmで規制をすると、乗用車等
のPM質量換算で約0.5mg/kmとなり、現行規制値と比べ
約1/10となる。

現在の質量規制値 規制導入による実質質量規制値

5mg/km 約0.5mg/km

７．規制導入による効果 （許容限度目標値）

22

6.0×1011

0.52

0.63(米国2025年導入規制値)
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23

７．規制導入による効果 （自動車からの排出総量の削減）

・新車販売台数は横ばいで、車齢分布（残存率）は今後も不変
・新車販売の直噴式割合は32.5％（出典：第59回自動車排出ガス専門委員会資料59-3の自工会資料より）

・推計対象は乗用車・バス・トラック

ＰＮ規制
有無

PM排出総量（ｔ／年）

2028年時点 2033年時点

ケース① なし 1,625 1,384

ケース②
あり

（2023年に導入
と仮定）

1,489 1,236

削減率 8% 11%

下記の前提条件を基にＰＮ規制導入による効果を推計
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1

Ⅲ．特殊自動車の排出ガス低減対策について

１．欧米における ガソリン・LPG特殊自動車の過渡モード等について

2

日・米・欧の特殊自動車の試験モード及び規制値について（ガソリン・LPG）
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3

（参考）日・米・欧の特殊自動車の試験モード及び規制値について（ディーゼル）

１．欧米における ガソリン・LPG特殊自動車の過渡モード等について（続き）

4

7モード：
日本、EU（56kW未満）、US（全）ガソリ
ン・LPG特殊自動車用試験サイクル。

※ISO8178で、ガソリンエンジン・LPG試験サ
イクル（C2）として設定されている（ホットス
タート）。

8モード：
EU（56kW以上）ガソリン・LPG特殊自動
車用試験サイクル。

※ISO8178では、ディーゼルエンジン試験サ
イクル（C1）として設定されている。

%:重み係数（Weighting Factor）
中間:全負荷軸トルク回転速度
（8モードに同じ）

試験モード（定常モード）

Ramped-Modal Cycle（RMC）：
US（全）ガソリン・LPG特殊自動車用試
験サイクル。
7モードと選択制。

１．欧米における ガソリン・LPG特殊自動車の過渡モード等について（続き）
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5

試験モード（過渡モード）

Non-load transient cycle：【NRTC】
日本,EU,USディーゼル特殊自動車及びEU（56ｋW以上）ガソリン・LPG特殊自動車で
採用されている試験サイクル。

※コールド0.1、ホット0.9の重みで評価

Large spark ignition engine(LSI) Non-load transient cycle(NRTC)：【LSI-NRTC】
EU(56kW未満）,US（全）ガソリン・LPG特殊自動車用試験サイクル。
※ホットスタートサイクル

１．欧米における ガソリン・LPG特殊自動車の過渡モード等について（続き）

欧州・アジアへの輸出はディーゼル車が多く、米州向けは、ガソリン車が多い。
業界ヒアリングの結果、定格出力が56kW以上のガソリン・LPG特殊自動車を欧
州に輸出をしている国内エンジンメーカーはない。

業界ヒアリングの結果、ガソリン・LPG特殊自動車は一部の農機を除きほぼ
フォークリフトとなっている。

近年は、電動式フォークリフトが増加傾向にあり、2016年度の出荷台数比は
内燃機関が39.3％まで低下し、電動式が60.7％と増加している。

ガソリン・LPGフォークリフトは原則国産エンジン搭載であり、エンジンを製造し
ているのが2社に限られている。

国内

輸出

ガソリン・LPG特殊自動車の現状

・国内ガソリン・LPG特殊自動車のほとんどを占める、フォークリフトの使用実態を
調査する必要がある。
・欧州への輸出は、出力が56kW未満であり、NRTCが適用されるエンジンの輸出
実態はない。

6

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討
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7

主な検討項目及び進め方

１．定常モードである7モード（C2モード）の見直し
２．過渡モード導入の検討

環境省調査事業をもとにガソリン・LPG特殊自動車の採用すべき試験モードを検討
・ガソリン・LPG特殊自動車の国内代表作業モードを作成し、
欧米で採用されているモードとの排出ガス量等を比較し、

導入すべきモード等規制の見直しについて検討

３．ブローバイガス対策導入の検討

関係業界へのヒアリングを参考に導入を検討

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）

平成29年12月の中央環境審議会大気・騒音振動部会自動車排出ガス専門委員会におい
て、今後の優先的な検討課題として、ガソリン・LPG特殊自動車の排出ガス規制の見直しが
掲げられた。

検討課題と進め方について

① 国内代表作業モード（JTC）の作成（平成30年度環境省調査において作成）
フォークリフトの実作業モードによるエンジン回転数とトルクデータの測定

実作業モード：JIS D6202-2011
（燃料消費率試験法）

荷の上げ
下げ（2m）

フォーク
リフト

荷の上げ
下げ（2m）荷

実作業モード測定イメージ

（1）平成30年度及び平成31年度環境省調査事業概要

国内代表作業モード（JTC）の作成等（1/2）

8
出典：「H30年度ガソリン等特殊自動車排出ガス規制見直しに向けた調査委託業務報告書」を元に作成

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）
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② ①のデータをもとにエンジンベンチ用国内代表作業モード（JTC）の作成

③ ②で作成した国内代表作業モード（JTC）と欧米で採用されているモード（LSI-NRTC等）における
排出ガス量を比較し、相関関係等を調査

エンジン
メーカー

エンジン
型式

排気量
（L）

定格出力
（kW） 燃料 試験サイクル 調査年度

A社 A型 2.2 44 ガソリン
LPG LSI-NRTC、JTC、7モード 平成30年度

B社

B型 2.1 38 ガソリン LSI-NRTC、JTC、7モード、RMC

平成31年度C型 2.5 43 ガソリン LSI-NRTC、JTC、7モード、RMC

D型 4.5 71 ガソリン
LSI-NRTC、JTC、7モード、RMC
NRTC、JTC-HD、8モード、RMC

調査対象エンジンと調査対象モード

出典：「H30・31年度ガソリン等特殊自動車排出ガス規制見直しに向けた調査委託業務報告書」を元に作成
9

※4機種のフォークリフトの測定データから作成 ※※最大出力（43kW）のフォークリフトの作業サイクルのみからJTC-HDを作成

国内代表作業モード（JTC）の作成等（2/2）

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）

作成した候補代表作業モード（JTC及びJTC-HD）

（2）平成30年度及び平成31年環境省調査事業結果

NRTC及び8モードの導入についての検討

10

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）
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LSI-NRTCの導入についての検討

・国内代表作業モードとして作成したJTCとLSI-NRTCの相関は、NOｘに強い相関が
得られたことから、NOｘについては我が国の使用実態に即した結果となっている
と考えられる。

② 米国19kW超え560kW未満及び欧州19kW超え56kW未満で採用している
LSI-NRTC及び7モードについて

：国内7モード規制値

JTCとLSI-NRTCの相関

出典：「H30・31年度ガソリン等特殊自動車排出ガス規制見直しに向けた調査委託業務報告書」を元に作成

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）

7モード・LSI-NRTC比較

12

７モードの見直し及びRMCの導入についての検討

定格出力 CO HC NOx

38（kW） 3.13 0.25 0.37

43（kW） 6.69 0.43 0.27

71（kW） 2.47 0.11 0.57

規制値 20.0 0.6 0.6

[g/kWh]

定格出力 CO HC NOx

38（kW） 2.03 0.10 0.09

43（kW） 8.10 0.42 0.12

71（kW） 4.60 0.21 0.07

規制値 20.0 0.6 0.6

[g/kWh]

RMC 7モード

[g/kWh] [g/kWh]

[g/kWh]

出典：「H30・31年度ガソリン等特殊自動車排出ガス規制見直しに向けた調査委託業務報告書」を元に作成

③ ７モード（C2）の測定結果は、CO及びHCでLSI-NRTCより大きい排出量となった。

④ RMCの測定結果についても国内7モード規制値をクリアしている。
7モード・RMC比較

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）
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13

ガソリンエンジンにおける試験サイクルの対応可否（メーカーヒアリングまとめ）

19-30
1000cc以下

試験サイクル 6M又は6M-RMC
7M又は7M-RMC

及び
LSI-NRTC

7M又は7M-RMC
及び

LSI-NRTC

7M又は7M-RMC
及び

LSI-NRTC

7M又は7M-RMC
及び

LSI-NRTC

7M又は7M-RMC
及び

LSI-NRTC

対応可否 該当エンジンなし ○ ○ ○ ○ ○

試験サイクル 6M又は6M-RMC
7M又は7M-RMC

及び
LSI-NRTC

7M又は7M-RMC
及び

LSI-NRTC

8M又は8M-RMC
及び
NRTC

8M又は8M-RMC
及び
NRTC

8M又は8M-RMC
及び
NRTC

対応可否 該当エンジンなし ○ ○ × × ×

米国
Tier4

欧州
StageV

出力(kW)
19-37

37-56 56-75 75-130 130-560

Tier2

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）

① ８モード及びNRTCについてはもともとディーゼル特殊自動車用の測定モード
であり、環境省調査の結果からも負荷が高すぎる可能性があるので採用

することは難しい。

② LSI-NRTC については、JTCモードとLSI-NRTCのNOｘの排出量の試験結果では
強い相関があり、また、現行の7モードよりも排出量が多かったことから、
LSI-NRTC の導入によりNOｘの低減を図ることができると考えられる。

③ ７モードについては、 CO及びHCでLSI-NRTCよりも排出量が多いことから
規制緩和とならないよう、引き続き採用することが適当である。

②及び③の結果から、過渡モード（LSI-NRTC ）と定常モード（7モード）を
併用することにより、大気環境の改善につながると考えられる。

④ RMCにおける排出量については、国内7モード規制値を満たしていることから、
7モードと選択制として導入しても問題ないと考えられる。

14

ガソリン・LPG特殊自動車の採用すべき試験モードの検討

以上の結果から、LSI-NRTC及び7モード（RMC含む）で規制することが適当

２．ガソリン・LPG特殊自動車について過渡モード等導入の検討（続き）
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採用している試験モード 認可値[g/kWh]

定常モード 7モード

過渡モード
LSI-NRTC
(HC+NOx)*CO0.784≦8.57

15

３．排出ガス許容限度目標値及び適用時期

仕向地 CO HC NOx HC+NOx
欧州 1.16～14.86 0～0.05 0～0.10 0～0.03
米国 3.76～7.20 0～0.15 0.04～0.34 0.18～0.46

仕向地 CO HC NOx HC+NOx
欧州 4.16～13.17 0.00～0.13 0.00～0.53 0.08～0.53
米国 1.64～13.05 0.15～0.48 0.00～0.03 0.18～0.48

採用する試験モード 設定する許容限度目標値 必要な期間

LSI-NRTC
及び

7モード

現行の国内許容限度目標値 4年から5年

欧米並みの許容限度目標値 4年から5年

欧米より強化した許容限度目標値 4年から7年

欧米における認可について

導入に必要な期間について

許容限度目標値及び適用時期の検討（メーカーヒアリングまとめ）

16

許容限度目標値及び適用時期の検討（検討事項）

[g/kWh]
7モード LSI-NRTC

CO HC NOx CO HC NOx

欧米認可値
最大 13.17 0.48 0.53 14.86 0.15 0.35

平均 6.81 0.24 0.06 5.86 0.06 0.14

現行国内規制値（参考） 20.0 0.6 0.6 － － －

３．排出ガス許容限度目標値及び適用時期（続き）

【許容限度目標値】
米国及び欧州（56kW未満に限る）の規制値は以下の式の通りであるが、我が国においては物質毎の
許容限度を定めている。

（HC+NOｘ）＊CO０．７８４≦8.57 但し、HC+ NOｘ：2.7g/kWh以下、CO：20.6g/kWh以下
メーカーヒアリングの結果
・COについては、7モード及びLSI-NRTCともに最大値で15g/kWh以下の結果となっており、
平均値は10g/kWhを下回っている。
・HCについては、7モードの最大値で現行の許容限度目標値に近い値となっており、平均値は許容限度
目標値の半分程度の値となっている。 LSI-NRTCについては最大値でも非常に低い値となっている。
・NOｘについては、7モードの欧米認可値の最大値は現行の許容限度目標値に近い値、LSI-NRTCの
最大値で現行の許容限度目標値の半分程度の値だが、平均値は非常に低い値となっている。

同様の技術を採用しているガソリン・LPG自動車（乗用車等）のNOｘの許容限度目標値は、HCの1/2程
度の値となっている。

【適用時期】
特殊自動車に関して、過去の答申から規制開始まで4～6年（7年から短縮あり）となっている。
設定する各物質の許容限度目標値によるが、欧米並みの許容限度目標値でLSI-NRTCを導入する場合
については、車両開発も考慮して4～5年で対応可能との回答あり。
欧米の規制値より強化する場合は4～7年の回答あり。
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17

各物質の許容限度目標値については、定常モード（7モード（RMCを含む））と
過渡モード（LSI-NRTC）を同じ規制値とすることとし、下表のとおりとする。

適用時期については、LSI-NRTCを導入し、上表の許容限度目標値の対応に
必要な期間のヒアリング結果（４～７年）を考慮するとともに、特殊以外の
ガソリン・LPG自動車ですでに採用されている排出ガス低減技術の実態を
踏まえ、令和６年末（準備期間4年）までに開始することが望ましい。

採用すべき許容限度目標値及び適用時期

ＣＯ ＨＣ ＮＯｘ

15.0g/kWh 0.6g/kWh 0.3g/kWh

３．排出ガス許容限度目標値及び適用時期（続き）

18

ブローバイガス規制導入の問題点及びその理由について（まとめ）

特に問題点はない。

ブローバイガス規制の導入について、技術的な対応の可否、技術導入に伴う車両価格の変動
及び対策に必要な期間（まとめ）

【技術的対応の可否】
対応可能。

【対応技術開発コスト】
クローズド方式を既に採用しており、新たなコストアップや開発費の発生はない。

【対応に必要な期間】
クローズド方式を既に採用済みで有り、必要ない。

４．ブローバイガス対策

各社既に採用済みであることから、導入について問題はない。

メーカーヒアリング結果
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Ⅳ．乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和等

1

2

中央環境審議会における経緯

（）
２．２．１（２）①我が国における車両型式取得の実態を踏まえた試験サイクル導入の検討
我が国の現行の排出ガス規制であるポスト新長期規制（平成21 年規制）に適合し、かつ、
型式を取得している車両（以下「現行排出ガス規制適合車」という。）の実態として、ほぼ全
てPMR が34W/kg を超える。そのうち、Class3a についてはガソリン・LPG 軽貨物車が該当し、
Class3b についてはガソリン・LPG 軽貨物車の一部及びガソリン・LPG 軽貨物車以外の自動
車が該当する。また、我が国の現行排出ガス規制適合車のうち、Class1 に該当する車両は
存在せず、Class2 に該当する車両は極めて少ない。
このため、UN-ECE/WP29*におけるWLTC 策定作業においては、Class3a 及びClass3b の車
両に適用される試験サイクルに対しては、日本の自動車走行実態データが考慮された。一
方、Class1 及びClass2 の車両に適用される試験サイ
クルに対しては、我が国の自動車走行実態データがほ
とんどなかったことから、低出力車による低速走行が主
である国の自動車走行実態データが考慮された。
したがって、我が国においては、Class3a 又はClass3b
の車両に適用される試験サイクルを導入することが適
当である。

＊国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム

今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十二次報告）
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○車両のクラス分け
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１．排出ガス試験の国際調和等の動向
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国連欧州経済委員会（UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム（WP29）
WP29の目的：
安全で環境性能の高い自動車を容易に普及させる観点から、自動車の安全・環境
基準を国際的に調和することや、政府による自動車の認証の国際的な相互承認を
推進することを目的としている。

主な活動内容：

次に掲げるそれぞれの協定に基づく規則の制定・改正作業を行うとともに、それぞ
れの協定の管理・運営を行う。

国連の車両・装置等の
型式認定相互承認協定

（1958年協定）

国連の車両等の
世界技術規則協定

（1998年協定）
統一基準（UN Regulations : UNR）

の制定及び認証の相互承認等を規定

・政府認証制度を採用している国々との
相互承認が主な目的
・加盟国は「UNR」を装置毎に任意に採用
・採用した「UNR」の認証書は受入の義務

世界技術規則
（Global Technical Regulations : GTR）

の制定等を規定

・相互承認の規定を含まず、基準調和を
進めるための協定
・加盟国は「GTR」を装置毎に任意に採用し
国内規則に反映 3

１．排出ガス試験の国際調和等の動向（続き）

4

WP29排出ガス・エネルギー部会（GRPE）におけるUNR化の動き

１．排出ガス試験の国際調和等の動向（続き）
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5

※国内で採用済のサイクル

Class3a及びClass3bの試験サイクル（34W/kg＜ Power Mass Ratio）※

２．WLTC Class1及びClass2の車両に適用される試験サイクルの導入の検討

6

※国内で未採用のサイクル

Class1及びClass2の試験サイクル（Power Mass Ratio≦34W/kg）※

２．WLTC Class1及びClass2の車両に適用される試験サイクルの導入の検討（続き）
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Class1及びClass2の車両に適用される試験サイクルを国連で策定し
た際に我が国の走行実態は考慮されていないものの、我が国におい
て該当車両がほとんどなく、環境への影響が限定的であることから、
我が国においてUNR-WLTPを採択することによる相互承認を可能とす
るため、Class1及びClass2の車両に適用される試験サイクルを導入
することとする。
なお、採用する試験サイクルについては、

試験サイクル

• Class1の車両に適用される試験サイクルは、GTR15に規定されている
とおり、L1＋M1+L1を導入する。

• Class2の車両に適用される試験サイクルは、GTR15に規定されている
とおり、L2＋M2+H2を導入する。
Ex-high（超高速フェーズ）は、加盟国のニーズにより除外することが
できることから、Class3a、Class3bと同様に除外する。

２．WLTC Class1及びClass2の車両に適用される試験サイクルの導入の検討（続き）

7

8

許容限度目標値

Class1、Class2の車両の許容限度目標値についても、現在の我
が国におけるClass3a、Class3bの車両の許容限度目標値と同じ値
とする。

既にClass1及びClass2の車両に適用される試験サイクルを採
用している欧州においては、適用される試験サイクルによらず、
用途（カテゴリ）、基準質量及び区分により規制値を設定して
いる。（規制値は試験サイクルによらない。）
また、我が国の軽貨物自動車についても、最高速度により適

用する試験サイクルは異なるが、試験サイクルによらず同一の
規制値を設定している。

３．排出ガス許容限度目標値及び適用時期
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9

（参考）日本と欧州の規制区分及び規制値比較

３．排出ガス許容限度目標値及び適用時期（続き）

10

適用（導入）時期

UNR-WLTP発行に係る国連のスケジュールは以下のとおり
①WP29による承認
②WP29から国連本部（NY）に進達
③国連本部にて確認 異議通告期間開始

↓ 12ヶ月
④UNR-WLTP発効

UNR-WLTPの国連での議論には我が国も積極的に参加しており、発
効と同時に採択を行う予定としている。
したがって、適用（導入）時期については我が国におけるUNR-WLTP
の採択の時期に合わせることとする。

３．排出ガス許容限度目標値及び適用時期（続き）
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Ⅴ．今後の検討課題

1

2

粒子数測定法（PN）を策定し、UN-R83,R49を改正（～2012年）
・欧州では改定を受け乗用車ディーゼル（2011年）、重量車（2013年）、
ガソリン直噴車にPN規制を導入（2014年）。
検出可能下限値引き下げの検討及び非排気粒子測定の試験手順の
策定（2013年～）
・D50下限値をsub-23nm（23nmから10nm）とした場合の計測安定性
評価を行った。
・UN-GTR15改定案をGRPEに提出（2020年6月）
・ブレーキ摩耗粉塵測定のためのテストサイクル策定及び評価を行
った。

■これまでの活動

■今後の活動

・ブレーキ摩耗粉塵試験法評価を行う。（ラウンドロビン試験を2021年以
降に実施予定、その後レポートをGRPEに提出予定）。

１．PMP-IWGの活動
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3

• 将来的な検出下限粒径の引き下げ（23→10nm）を見据え、
PM排出量の更なる低減に向けて、我が国の環境基準達
成状況及びPM排出実態調査を踏まえつつ、国内規制強
化の検討行う。

• ブレーキ摩耗粉塵試験法の策定に貢献すべく、ブレーキ
摩耗粉塵の測定試験（重量、粒子数）を実施し、PMP-IWG
に調査内容を報告し試験法の提案を行う。また、国連
PMP-IWGにおけるラウンドロビン試験に協力する。

■将来的な検出下限粒径の引き下げに対する

国内PM粒子数（PN）規制強化に向けて

■ブレーキ粉塵の試験法策定に向けて

２．今後の取組み事項

4

発生源別PM排出量の割合
平成30年（2018年）

発生源別PM排出量の割合
令和10年（2028年）

３．特殊自動車の排出ガス低減対策

微小粒子状物質については、自動車からのPM排出量におけるディーゼル特殊
自動車の寄与割合が増加することが予想されることから、ディーゼル特殊自動車
の規制強化を行うことにより、更なる大気の改善が期待できる。

出典：平成31年度自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査及び車載式排出ガス分析計による排出実態調査より
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日・米・欧のディーゼル特殊自動車の試験モード及び規制値

３．特殊自動車の排出ガス低減対策

第14次報告において特殊自動車以外の自動車で導入することとしたPN規制については、
欧州では特殊自動車にも採用しているため、国際的な基準調和の観点からも導入につい
て検討する必要がある。

5

CO濃度とHC濃度に強い正の相関は見られない。すなわちCO規制を強化することによって、 HC濃度が低下すると
は限らない。

4．アイドリング規制の見直し

6
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四輪自動車（N=209,202）

y = 54.835x + 95.329
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出典：国交省自動車局提供データ

■使用過程車におけるアイドリング時のCO濃度とHC濃度の関係
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２．検討経緯 

【自動車排出ガス専門委員会における経緯（第十四次報告関連）】 

◎第 60 回（平成 29 年 12 月 4 日） 

○「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十四次報告）」に 

 向けた具体的な検討事項について（案） 

○平成 29 年度以降の自動車排出ガス専門委員会等スケジュール（案） 

○第十三次答申を受けた環境省告示改正について 

 

◎第 61 回（令和元年 5月 30 日） 

○一般財団法人日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合ヒアリング 

 

◎第 62 回（令和元年 10 月 25 日） 

○今後の微小粒子状物質等の対策について 

 

◎第 63 回（令和 2年 4月 15 日） 

 ○微小粒子状物質等に関する対策について 

 ○特殊自動車の排出ガス低減対策について 

 ○その他の自動車排出ガス低減対策等について 

 

◎第 64 回（令和 2年 6月 1日） 

 ○中央環境審議会大気・騒音振動部会自動車排出ガス専門委員会「今後の自

動車排出ガス低減対策のあり方について（第十四次報告)」（案）の審議に

ついて 

 

【作業委員会等における審議経緯（第十三次報告関連）】 

◎第 119 回（平成 29 年 11 月 2 日） 

○自動車排出ガス専門委員会第十四次報告の検討事項等について（案） 

 

◎第 120 回（平成 30 年 2 月 19 日） 

○自動車排出ガス専門委員会第十四次報告の検討事項について 

○今後の自動車排出ガス低減に向けたヒアリング項目について（案） 

 

◎第 121 回（平成 30 年 4 月 23 日） 

○今後の自動車排出ガス低減に向けたヒアリング 
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 （日本自動車工業会殿、日本陸用内燃機関協会殿、日本建設機械工業会殿、 

  日本建設機械施工協会殿、日本産業車両協会殿、交通安全環境研究所殿、 

  日本自動車研究所殿、堀場製作所殿、いすゞ自動車殿、日野自動車殿、 

  ＵＤトラックス殿、三菱ふそうトラック・バス殿） 

 

◎第 122 回（平成 30 年 5 月 15 日） 

○今後の自動車排出ガス低減に向けたヒアリング 

（トヨタ自動車株式会社殿、日産自動車株式会社殿、マツダ株式会社殿、 

三菱自動車工業株式会社殿、ダイハツ工業株式会社殿、 

スズキ株式会社殿、株式会社ＳＵＢＡＲＵ殿、本田技研工業株式会社殿） 

 

◎第 123 回（平成 30 年 5 月 16 日） 

○今後の自動車排出ガス低減に向けたヒアリング 

 （（一社）日本農業機械工業会殿、株式会社小松製作所殿、 

  株式会社クボタ殿、ヤンマーグループ殿、 

  三菱ロジスネクスト株式会社殿、 

  グローバルコンポーネントテクノロジー株式会社殿、 

  三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社殿、株式会社タダノ殿、 

  エイヴィエルジャパン株式会社殿、株式会社ベスト測器殿） 

 

◎第 124 回（平成 30 年 5 月 21 日） 

○今後の自動車排出ガス低減に向けたヒアリング 

 （日本自動車輸入組合殿、株式会社ＩＨＩアグリテック殿、 

  株式会社豊田自動織機殿、キャタピラージャパン合同会社殿、 

  コベルコ建機株式会社殿、住友ナコフォークリフト株式会社殿、 

  酒井重工業株式会社殿、日立建機株式会社殿） 

 

◎第 125 回（平成 30 年 8 月 8 日） 

○大気シミュレーションの現状及び課題について 

○ガソリン・LPG 特殊自動車の試験サイクルの見直しについて 

○今後の自動車排出ガス低減に向けたヒアリング結果の検証について 

 

◎第 126 回（平成 30 年 11 月 6 日） 

○PM 粒子数規制の導入について 

○各メーカー・団体からのヒアリング時の意見・要望に対する今後の対応に 

 ついて 

○大気環境配慮型 SS 認定制度について 
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◎第 127 回（平成 31 年 2 月 4 日） 

○特殊自動車の排出ガス低減対策について 

○次期答申に向けたスケジュール及び外部機関による調査事項について 

○PM 規制強化又は PN 規制の導入について 

○アイドリング規制の見直しについて 

○国際会議の進捗報告について 

 

◎第 128 回（平成 31 年 4 月 23 日） 

○自動車からの微小粒子状物質低減対策について 

○ガソリン・LPG 特殊自動車の排出ガス規制見直しについて 

○WLTP Class1,Class2 の導入について 

○アイドリング規制の見直しについて 

 

◎第 129 回（令和元年 8月 22 日） 

 ○第 61 回自動車排出ガス専門委員会ヒアリング概要及び追加質問事項への 

  回答 

 ○微小粒子状物質等専門委員会及び自動車排出ガス専門委員会の合同開催 

  について 

 ○WLTP Class1,Class2 の導入について 

 

◎第 130 回（令和元年 12 月 18 日） 

 ○自動車からの微小粒子状物質低減対策について 

 ○ガソリン・LPG 特殊自動車の排出ガス規制の見直しについて 

 ○WLTP Class1,Class2 の導入について 

 

◎第 131 回（令和 2年 2 月 10 日） 

 ○自動車からの微小粒子状物質低減対策について 

 

◎第 132 回（令和 2年 2 月 27 日） 

 ○ガソリン・LPG 特殊自動車の排出ガス規制の見直しについて 

 

◎第 133 回（令和 2年 4 月 2 日） 

 ○ガソリン・LPG 特殊自動車の排出ガス規制の見直しについて 

 ○第 63 回自動車排出ガス専門委員会での審議について 

 

◎第 134 回（令和 2年 5 月 19 日） 

 ○今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十四次報告)（案) 
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